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序
―
問
題
の
所
在

「
尚
書
部
長
官chancellor

は
当
然
令
状w

rits
of

course

で

な
い
限
り
、
王
か
ら
の
命
令
、
あ
る
い
は
王
が
出
席
す
る
顧
問
会

議
の
命
令
が
な
け
れ
ば
押
印
し
な
い
。
…
…（
中
略
）…
…
ま
た
彼

は
、
二
四
名
委
員
会
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
、
そ
し
て
つ
く
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
規
定
に
背
く
い
か
な
る
も
の
に
も
押
印
し
な
い
（
2
）
」。

こ
れ
は
、
一
二
五
八
年
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
条
令Provisions

of
O

xford

で
定
め
ら
れ
、
尚
書
部
長
官
に
求
め
ら
れ
た
宣
誓
の

一
部
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
諸
侯
は
、
失
政
を
繰
り
返
す
専

制
的
な
ヘ
ン
リ
ー
三
世
の
行
動
を
制
限
し
、
政
治
を
改
革
す
る
た

め
に
、
尚
書
部
長
官
と
、
国
璽great

seal

、
そ
し
て
そ
れ
を
付

し
て
発
給
さ
れ
る
文
書
を
統
制
し
よ
う
と
し
た
。
人
々
は
、
尚
書

部
長
官
を
通
じ
て
文
書
が
発
給
さ
れ
る
と
き
に
使
わ
れ
る
国
璽
を
、

王
の
専
制
の
根
源
だ
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
（
3
）
。

印
璽
の
取
り
扱
わ
れ
方
を
政
治
的
に
重
要
だ
と
注
目
し
た
の
は
、

中
世
に
生
き
た
人
々
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
後
世
の
歴
史
家
に
と

っ
て
も
ま
た
、
印
璽
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
か
は
中
世
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
憲
政
史
に
お
け
る
重
要
な
着
眼
点
で
あ
り
、
王
国
の
形

成
・
発
展
と
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
（
4
）
。
例
え
ば
、
す
で
に

一
九
世
紀
の
後
半
に
Ｗ
・
ス
タ
ッ
ブ
ズ
が
印
璽
に
つ
い
て
何
度
も

言
及
し
て
い
た
。
し
か
し
、
行
政
制
度
よ
り
も
統
治
の
封
建
的
構

造
に
注
視
し
た
彼
の
著
作
の
中
で
、
印
璽
は
必
ず
し
も
大
き
な
役

割
を
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
5
）
。
印
璽
の
憲
政
史
的
な
重

要
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
Ｔ
・
Ｆ
・
タ

ウ
ト
に
よ
る
研
究
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
行
政
に
お
け
る

王
の
印
璽
の
重
要
性
を
詳
細
に
説
明
し
た
こ
と
は
「
彼
の
最
も
優

れ
た
業
績
」と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
（
6
）
。
彼
は
、
王
の
家
政house-

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽（

1
）

（
上
）

坂

下

拓

治

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）

五
九
（
六
九
三
）



hold

の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
が
順
番
に
王
の
管
理
下
か
ら
独
立
し

て
い
く
過
程
を
、
す
な
わ
ち
「
宮
廷
の
外
に
」
出
て
行
く
過
程
を

強
調
し
た
。
彼
は
こ
の
経
過
を
印
璽
と
密
接
に
関
連
さ
せ
る
こ
と

で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
の
統
治
が
憲
政
的
に
、
あ
る
い
は
議
会
的

な
動
き
に
よ
っ
て
次
第
に
制
限
さ
れ
て
い
く
進
展
を
描
い
た
。
前

述
し
た
よ
う
な
一
三
世
紀
中
葉
の
諸
侯
の
運
動
が
王
に
国
璽
を
放

棄
さ
せ
る
こ
と
を
強
い
、
そ
の
結
果
王
は
個
人
的
に
王
璽privy

seal

を
用
い
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
一
四
世
紀
初
頭
に
な
る

と
、
バ
ロ
ン
の
反
乱
の
結
果
、
エ
ド
ワ
ー
ド
二
世
が
王
璽
の
使
用

を
制
限
さ
れ
、
新
た
な
印
璽
、
す
な
わ
ち
御
璽signet

を
用
い

る
こ
と
に
な
っ
た
（
7
）
。
こ
の
よ
う
な
印
璽
に
注
目
し
た
研
究
に
よ
り

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
権
が
説
明
さ
れ
、
一
四
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

人
は
「
個
人
の
権
能
を
有
し
た
王
自
身
と
、
統
治
の
中
心
と
し
て

の
王
冠
と
を
区
別
し
始
め
た
」
の
で
あ
る
（
8
）
。

こ
の
よ
う
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
学
史
と
は
対
照
的
に
、
政
治
的

な
背
景
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
の
印
璽
の
使
用
が
詳
細
に
検
討
さ

れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
（
9
）
。
数
少
な
い
印

璽
・
印
章
研
究
の
一
つ
の
例
外
は
Ｇ
・
シ
ン
プ
ソ
ン
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
彼
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
三
世

（
一
二
四
九
年
―
一
二
八
六
年
）
の
未
成
年
期
に
使
わ
れ
た
そ
れ

ま
で
の
国
璽
よ
り
も
小
さ
な
印
璽
は
、
王
璽
で
は
な
く
「
小
さ
な

国
璽
」
で
あ
り
、
こ
の
印
璽
が
王
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
の
「
未
成
年

期
の
王
権
」
を
象
徴
し
て
い
る
と
主
張
し
た
（
10
）
。
こ
の
研
究
の
よ
う

な
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
即
座
に
「
な
ぜ
中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

の
王
権
の
歴
史
が
印
璽
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
」

と
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
代
人
が
印
璽
を
些
細
な
も
の
と
考

え
、
手
が
か
り
を
残
さ
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

現
代
の
歴
史
家
が
印
璽
の
重
要
性
の
兆
候
を
見
逃
し
て
き
た
か
ら

だ
ろ
う
か
。

本
研
究
は
、
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
の
印
璽
に
注
目
す
る
。
と
く
に
、
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
王
国
の
形
成
に
と
っ
て
決
定
的
な
時
代
の
一
つ
で
あ
っ
た

王
ロ
バ
ー
ト
一
世
（
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ル
ー
ス
）
の
治
世
（
一
三
〇

六
年
―
一
三
二
九
年
）
に
注
目
す
る
。
彼
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王

の
中
で
初
め
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
憲
政
的
な
進
展
を
示
す
第

二
の
印
璽
を
常
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
文
書
史
料
を

通
じ
、
印
璽
の
使
用
を
中
心
と
し
た
統
治
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
、
次
節
で
見
て
い
く
よ
う
な
中
世
の
年
代
記
の
叙
述
を
引
き
継

い
で
き
た
「
英
雄
と
し
て
の
ロ
バ
ー
ト
」
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
で
単
純
な
姿
で
は
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
他
の
有
力

者
と
の
複
雑
な
関
係
の
中
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
支
配
す
る
た
め

に
尽
力
す
る
ロ
バ
ー
ト
と
、
同
時
代
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
権
や

史

学

第
八
五
巻

第
四
号
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〇
（
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王
国
の
あ
り
方
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一

ロ
バ
ー
ト
一
世
の
歴
史
叙
述

英
雄
と
し
て
の
ロ
バ
ー
ト

本
節
で
は
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
ロ
バ
ー

ト
一
世
に
つ
い
て
の
叙
述
の
伝
統
を
概
観
し
て
い
く
。
大
国
に
対

す
る
小
国
と
い
う
他
の
例
に
漏
れ
ず
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
の
叙

述
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
関
係
の
変
化
と
、
叙
述
す
る
人
の
立
場

の
違
い
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ロ
バ
ー

ト
一
世
の
叙
述
は
そ
の
よ
う
な
変
化
に
よ
る
影
響
を
比
較
的
受
け

ず
、
彼
は
ほ
と
ん
ど
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
歴
史
家
に
よ
っ
て
英

雄
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
ス
コ
テ
ィ
シ
ュ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

に
よ
っ
て
は
独
立
を
勝
ち
取
っ
た
英
雄
と
し
て
、
ス
コ
テ
ィ
シ

ュ
・
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
「
対
等

な
」
合
同
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
を
可
能
と
さ
せ
た
英
雄
と
し
て
彼

は
描
か
れ
て
き
た
。
ホ
イ
ッ
グ
信
奉
者
に
よ
っ
て
さ
え
も
、
エ
ド

ワ
ー
ド
一
世
と
エ
ド
ワ
ー
ド
二
世
の
専
制
的
野
望
を
打
ち
砕
き
、

憲
政
的
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
可
能
な
さ
し
め
た
人
物
と
し
て
彼
は
描

か
れ
て
き
た
（
11
）
。
こ
の
よ
う
な
ロ
バ
ー
ト
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、
概

し
て
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

一
三
〇
六
年
、
当
時
ス
コ
ッ
ト
人
の
指
導
的
存
在
で
あ
っ
た

ジ
ョ
ン
・
カ
ミ
ンJohn

C
om

yn

を
殺
害
す
る
こ
と
で
ロ
バ

ー
ト
は
王
位
に
就
い
た
。
し
か
し
、
最
初
の
う
ち
は
「
ス
コ

ッ
ト
ラ
ン
ド
」
の
ご
く
一
部
の
地
域
と
人
々
を
支
配
で
き
た

だ
け
で
あ
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
側
に
つ
く
敵
を
排
除
し

て
い
く
こ
と
で
、
一
三
一
四
年
に
か
け
て
次
第
に
支
配
を
拡

大
し
て
い
っ
た
。
そ
の
年
の
バ
ノ
ッ
ク
バ
ー
ンB

annock-

burn

の
戦
い
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
ド
ワ
ー
ド
二
世
を
打

ち
破
る
こ
と
で
、
ロ
バ
ー
ト
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
の
地
位

を
確
立
し
た
。
そ
の
結
果
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
の
結
束
が

高
ま
り
、
一
三
二
〇
年
に
教
皇
に
送
ら
れ
た
有
名
な
ア
ー
ブ

ロ
ウ
ス
宣
言D

eclaration
of

A
rbroath

で
、
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
人
の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
の
独
立
が
鮮
や
か
に
表
明
さ
れ

た
（
12
）
。

こ
の
よ
う
な
叙
述
の
伝
統
は
、
一
四
・
一
五
世
紀
の
中
世
の
年

代
記
作
者
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
ョ
ン
・
バ
ー

バ
ーJohn

B
arbour

や
ジ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
フ
ォ
ー
ダ
ンJohn

of

Fordun

、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
バ
ウ
ア
ーW

alter
B

ow
er

と
い
っ
た

著
者
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
国
を
滅
亡
か
ら
救
っ
た
愛
国
的
な

英
雄
と
し
て
ロ
バ
ー
ト
を
描
く
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
（
13
）
。
一
四
世

紀
後
半
に
バ
ー
バ
ー
は
独
立
戦
争
に
関
す
る
英
雄
叙
事
詩
で
あ
る

『
ブ
ル
ー
スT

he
B

ruce

』
を
書
き
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
対
す
る

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）

六
一
（
六
九
五
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王
ロ
バ
ー
ト
の
奮
闘
を
称
え
た
。
同
じ
頃
に
フ
ォ
ー
ダ
ン
は
、
王

ロ
バ
ー
ト
と
彼
の
ブ
ル
ー
ス
王
朝
を
支
持
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
よ
っ
て
大
い
に
影
響
を
受
け
、
明
確
な
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
ト
の
路
線
を
継
承
し
た
（
14
）
。
彼
は
王
ロ
バ
ー
ト
を
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
す
べ
て
の
部
分
を

尊
大
に
も
支
配
し
た
。
…
…（
中
略
）…
…
し
か
し
神
は
、
慈

悲
深
く
も
、
い
つ
も
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ス
コ

ッ
ト
人
の
苦
難
と
止
め
ど
な
い
嘆
き
に
対
し
て
同
情
を
示
し

た
。
そ
れ
で
神
は
、
彼
ら
の
た
め
に
救
世
主
で
あ
り
闘
士
を
、

彼
ら
の
同
士
の
う
ち
の
一
人
、
す
な
わ
ち
、
ロ
バ
ー
ト
・
ブ

ル
ー
ス
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
男
は
、
彼
ら
が
嘆
き
の
泥
の

中
で
打
ち
の
め
さ
れ
て
お
り
、
救
い
と
助
け
の
望
み
を
喪
失

し
て
い
る
の
を
理
解
し
、
悲
嘆
に
よ
っ
て
心
を
突
き
動
か
さ

れ
た
。
彼
は
力
を
手
に
し
、
日
の
熱
と
、
寒
さ
、
飢
え
に
よ

る
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
無
数
の
苦
闘
を
経
験
し
、
陸
で
も

海
で
も
、
疲
労
や
絶
食
、
危
機
、
そ
し
て
敵
の
罠
だ
け
で
な

く
、
偽
物
の
味
方
の
罠
さ
え
も
喜
ん
で
歓
迎
し
た
。
…
…

（
中
略
）…
…
一
三
二
九
年
六
月
七
日
、
誉
れ
高
き
傑
出
し
た

ス
コ
ッ
ト
人
の
王
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ル
ー
ス
が
、
彼
の

治
世
二
四
年
に
カ
ー
ド
ゥ
ロ
スC

ardross

で
亡
く
な
っ
た
。

彼
は
、
彼
の
時
代
の
す
べ
て
の
生
け
る
者
た
ち
を
超
越
し
た
、

勇
敢
な
騎
士
で
あ
っ
た
（
15
）
。

こ
の
よ
う
に
フ
ォ
ー
ダ
ン
が
形
作
っ
た
原
型
を
バ
ウ
ア
ー
の
『
ス

コ
ッ
ト
人
の
年
代
記Scotichronicon

』
が
引
き
継
ぎ
、
こ
れ
が

そ
の
後
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
歴
史
の
た

め
の
重
要
な
情
報
源
と
な
っ
た
（
16
）
。
こ
れ
ら
の
中
世
の
著
作
家
に
よ

る
叙
述
史
料
が
、
現
代
の
歴
史
家
に
手
が
か
り
を
与
え
続
け
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
中
世
の
著
者
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
に
影

響
を
受
け
た
の
ち
の
歴
史
家
に
と
っ
て
も
ま
た
、
バ
ノ
ッ
ク
バ
ー

ン
で
の
勝
利
や
ア
ー
ブ
ロ
ウ
ス
宣
言
が
彼
ら
の
叙
述
に
と
っ
て
理

想
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
彼
ら
は
実

際
に
そ
れ
ら
の
出
来
事
を
英
雄
的
な
大
勝
利
と
し
て
描
い
て
き
た
。

例
え
ば
、
二
〇
世
紀
前
半
の
著
者
で
あ
る
Ｅ
・
バ
ロ
ン
は
、
バ
ノ

ッ
ク
バ
ー
ン
で
の
勝
利
を
彼
の
著
作
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
独
立

戦
争T

he
Scottish

W
ar

ofIndependence

』
の
実
質
的
な
結
び

と
し
て
扱
い
、「
こ
の
日
以
降
、﹇
独
立
に
関
す
る
﹈
問
題
に
疑
い

は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
17
）
。
中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
の
現

代
的
歴
史
学
に
よ
る
先
駆
者
の
一
人
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
Ｇ
・

Ｗ
・
Ｓ
・
バ
ロ
ウ
で
さ
え
も
（
18
）
、
王
ロ
バ
ー
ト
の
伝
記
的
研
究
『
ロ

バ
ー
ト
・
ブ
ル
ー
ス
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
王
国
共
同
体R

obert

史
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B
ruce

and
the

C
om

m
unity

ofthe
R

ealm
ofScotland

』
の
中

で
バ
ノ
ッ
ク
バ
ー
ン
と
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
詳
細
に
描
き
、

そ
れ
以
降
を
彼
の
歴
史
の
た
ん
な
る
終
章
の
よ
う
に
扱
っ
た
（
19
）
。

近
年
の
評
価

し
か
し
最
近
の
研
究
は
、
ロ
バ
ー
ト
の
治
世
の
多
様
な
側
面
を
、

よ
り
歴
史
学
的
な
手
法
で
追
求
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
結
果
の
一

つ
が
、
彼
を
英
雄
と
し
て
祭
り
上
げ
る
た
め
の
最
大
の
根
拠
で
あ

る
バ
ノ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
戦
い
の
再
検
討
で
あ
る
。
そ
の
戦
い
が
与

え
た
長
期
的
で
広
範
な
影
響
が
強
調
さ
れ
る
一
方
で
、
勝
利
し
た

こ
と
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
も
た
ら
さ
れ
た
即
座
の
影
響
が
見
な

お
さ
れ
て
き
て
い
る
。
実
際
に
バ
ノ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
影
響
は
け
っ

し
て
小
さ
く
な
く
、
政
治
や
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
戦

い
の
直
後
で
あ
る
一
三
一
四
年
一
一
月
に
制
定
さ
れ
た
定
め
に
よ

っ
て
、
そ
の
日
ま
で
に
王
ロ
バ
ー
ト
の
忠
誠
と
平
和
の
外
に
い
た

も
の
は
永
遠
に
財
産
を
没
収
さ
れ
る
、
と
宣
言
さ
れ
た
（
20
）
。
こ
の
定

め
に
よ
っ
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
両
方
に
お
い

て
土
地
を
保
有
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
ア
ン
グ

ロ
・
ス
コ
テ
ィ
シ
ュ
社
会
で
栄
誉
を
享
受
し
て
き
た
境
界
横
断
的

な
貴
顕
が
存
在
で
き
な
く
な
っ
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
に
対
す
る
二
重
の
忠
誠
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
っ
た
の

で
あ
る
（
21
）
。
さ
ら
に
、
バ
ノ
ッ
ク
バ
ー
ン
で
の
勝
利
は
ブ
ル
ー
ス
王

朝
の
存
続
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
戦
い
の
あ
と
に
続

く
比
較
的
平
和
な
時
期
の
お
か
げ
で
、
す
べ
て
の
ス
コ
ッ
ト
人
が

一
二
九
六
年
か
ら
の
戦
い
に
よ
る
損
害
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
戦
い
の
開
始
以
降
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
側
に
捕
虜
と
さ
れ
て
い

た
多
く
の
ス
コ
ッ
ト
人
が
、
バ
ノ
ッ
ク
バ
ー
ン
で
捕
ら
え
た
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
人
捕
虜
と
の
交
換
で
解
放
さ
れ
、
そ
の
中
の
一
人
で
あ

る
ロ
バ
ー
ト
の
妻
の
解
放
に
よ
っ
て
男
子
を
も
う
け
て
彼
の
王
朝

を
作
る
こ
と
へ
の
可
能
性
を
開
い
た
（
22
）
。
ま
た
、
バ
ノ
ッ
ク
バ
ー
ン

の
勝
利
に
よ
っ
て
、
ロ
バ
ー
ト
は
北
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
へ
と
戦
線
を
広
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
北
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
へ
の
度
重
な
る
侵
入
に
よ
っ
て
こ
の
地
域
は
軍
事
的
境
界
地

域
へ
と
変
容
し
、
同
時
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
と
多
大
な
富
が
も

た
ら
さ
れ
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ
の
遠
征
は
、
ロ
バ
ー
ト
の
兄
弟

の
中
で
唯
一
の
生
き
残
り
で
あ
り
彼
の
相
続
人
で
も
あ
っ
た
弟
エ

ド
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
率
い
ら
れ
、
け
っ
し
て
成
功
し
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
遠
征
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
の
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
統
治
を
制
限
し
、
そ
こ
の
社
会
を
大
い
に
変
容
さ
せ
る

こ
と
に
な
っ
た
（
23
）
。
歩
兵
に
よ
っ
て
貴
族
的
な
重
装
騎
士
を
打
ち
破

っ
た
バ
ノ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
、
フ
ラ
ン
ド
ル
に
お
け
る
ク
ル
ト
レ

C
ourtrai

の
戦
い
と
並
ん
で
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
戦
い
方

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）
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に
変
化
を
与
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
（
24
）
。

こ
の
よ
う
な
バ
ノ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
戦
い
そ
れ
自
体
の
影
響
の
大

き
さ
が
注
目
さ
れ
る
一
方
で
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
側
の
勝
利
を
過

大
評
価
す
る
こ
と
に
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
バ

ノ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
戦
い
の
本
質
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
勝
利
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
失
敗
に
あ
っ
た
。
確
か
に

バ
ノ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
政
治
社
会
を
牛
耳
っ

て
き
た
カ
ミ
ン
家
の
繁
栄
の
時
代
で
あ
る
「
カ
ミ
ン
家
の
世
紀

C
om

yn
century

」
を
実
質
的
に
終
わ
ら
せ
、
中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
史
に
お
け
る
大
転
換
の
一
つ
で
あ
っ
た
（
25
）
。
し
か
し
、
こ
の
戦

い
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
戦
争
を
終
結
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
よ
う
や
く
一
三
二
八
年
の
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
条
約
で
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
人
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
独
立
を
認
め
、
し
か
も
王
ロ
バ

ー
ト
の
死
後
に
再
び
戦
争
が
始
ま
っ
た
。
バ
ノ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
戦

い
は
ロ
バ
ー
ト
の
治
世
の
ほ
ん
の
一
つ
の
段
階
で
あ
り
、
支
配
を

確
保
し
よ
う
奮
闘
す
る
段
階
か
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
と
教
皇
か

ら
の
認
可
を
得
よ
う
と
試
み
る
段
階
へ
の
変
化
の
橋
わ
た
し
に
す

ぎ
な
か
っ
た
（
26
）
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
受
け
て
、
特
に
近
年
は
「
バ

ノ
ッ
ク
バ
ー
ン
以
後
」
が
楽
観
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。

ロ
バ
ー
ト
の
治
世
の
後
半
が
歴
史
家
の
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な

り
、
特
に
一
三
二
〇
年
に
起
こ
っ
た
二
つ
の
出
来
事
、
ア
ー
ブ
ロ

ウ
ス
宣
言
と
「
ソ
ウ
ル
ズ
の
陰
謀Soules

C
onspiracy

」
に
つ

い
て
の
研
究
が
伝
統
的
な
彼
の
治
世
の
理
解
に
修
正
を
迫
っ
て
き

て
い
る
。

ア
ー
ブ
ロ
ウ
ス
宣
言
は
一
三
二
〇
年
四
月
六
日
付
け
で
教
皇
に

宛
て
ら
れ
た
書
状
で
あ
る
。
教
皇
ヨ
ハ
ネ
ス
二
二
世
は
、
キ
リ
ス

ト
世
界
の
平
和
を
乱
す
ロ
バ
ー
ト
一
世
を
破
門
し
、
彼
と
数
人
の

司
教
を
教
皇
庁
に
召
喚
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
返
答
と
し
て
作
成

さ
れ
た
も
の
が
ア
ー
ブ
ロ
ウ
ス
宣
言
で
あ
り
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
に
と
っ
て
最
重
要
な
文
書
で
あ
る
と
長
く
み

な
さ
れ
て
き
た
。
一
九
世
紀
初
頭
の
詩
人
で
あ
り
作
家
で
あ
っ
た

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ス
コ
ッ
トW

alter
Scott

は
、
そ
の
宣
言
を
「
強

烈
な
意
識
と
自
由
の
猛
々
し
い
精
神
の
激
烈
な
表
明
で
あ
る
」
と

し
て
褒
め
称
え
た
（
27
）
。
こ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
見
方
が
長

く
維
持
さ
れ
、
こ
の
宣
言
に
つ
い
て
の
学
術
的
な
研
究
は
数
十
年

前
ま
で
ほ
と
ん
ど
進
展
を
見
な
か
っ
た
。

そ
ん
な
な
か
、
一
九
七
一
年
に
Ａ
・
Ａ
・
Ｍ
・
ダ
ン
カ
ン
は
そ

の
宣
言
の
作
成
過
程
に
挑
ん
だ
（
28
）
。
宣
言
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
バ

ロ
ン
の
名
の
下
で
発
給
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
「
王
の
政
府

に
よ
っ
て
外
交
目
的
の
た
め
に
（
あ
る
い
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
た

め
に
、
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
）
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
（
29
）
」。
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
バ
ウ
ア
ー
が
彼
の
年
代
記
で
述
べ

史
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る
よ
う
な
四
月
六
日
の
ア
ー
ブ
ロ
ウ
ス
で
開
か
れ
た
会
合
は
、
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
の
、
あ
る
い
は
「
王
国
共
同

体
」
の
存
在
を
知
ら
し
め
る
も
の
だ
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
ダ
ン
カ
ン
に
よ
る
と
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
会
合
は
存
在

せ
ず
、
三
月
に
王
と
有
力
者
が
教
皇
へ
の
返
答
に
つ
い
て
ニ
ュ
ー

バ
ト
ルN

ew
battle

で
議
論
し
た
あ
と
、
尚
書
部
長
官
が
ア
ー
ブ

ロ
ウ
ス
へ
と
移
動
し
、
そ
こ
で
四
月
に
彼
が
教
皇
へ
の
返
答
を

「
創
作
」
し
た
。
王
に
仕
え
る
誰
か
が
、
尚
書
部
長
官
の
指
導
に

し
た
が
っ
て
そ
の
草
案
を
宣
言
へ
と
清
書
し
た
（
30
）
。
こ
の
ダ
ン
カ
ン

に
よ
る
研
究
の
結
果
、
こ
の
文
書
は
「
王
の
行
政
に
よ
る
産
物
で

あ
る
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
広
く
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
（
31
）
」。

こ
の
よ
う
な
作
成
過
程
へ
の
注
目
が
、
内
容
に
つ
い
て
の
相
対

化
を
も
促
し
て
き
て
い
る
。
第
一
に
、
廃
位
に
つ
い
て
の
項
目
で

あ
る
。し

か
し
も
し
彼
﹇
王
ロ
バ
ー
ト
﹈
が
彼
自
身
が
す
で
に
始
め

て
い
た
こ
と
を
放
棄
し
、
我
々
や
我
々
の
王
国
を
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
王
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
に
従
属
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を

す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
即
座
に
彼
を
我
々
の
敵
で
あ
り
彼
と

我
々
の
権
利
の
転
覆
者
で
あ
る
と
し
て
放
逐
し
よ
う
と
す
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
我
々
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
誰
か
他
の

も
の
を
我
々
の
王
と
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
32
）
。

歴
史
家
の
中
に
は
こ
の
項
目
を
宣
言
で
最
も
重
要
で
あ
る
と
見
て

き
た
も
の
が
い
る
。
そ
の
中
に
、
成
熟
し
た
共
同
体
が
は
ぐ
く
ん

だ
「
国
制
的
結
実
」
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

他
方
、
作
成
過
程
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
よ
う
な
国
制
的
な

重
要
性
を
否
定
し
、
宣
言
の
実
際
的
な
役
割
を
強
調
す
る
も
の
も

増
え
て
き
て
い
る
（
33
）
。
ま
た
、
第
二
の
相
対
化
は
、
教
皇
に
対
す
る

請
願
と
い
う
ア
ー
ブ
ロ
ウ
ス
宣
言
の
よ
う
な
手
続
き
は
、
中
世
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
比
較
的
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
（
34
）
。
こ

れ
ら
の
よ
う
な
最
近
の
研
究
の
結
果
、
重
要
性
が
完
全
に
否
定
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ア
ー
ブ
ロ
ウ
ス
宣
言
は
並
々
な
ら
ぬ
成

果
で
あ
る
と
い
う
か
つ
て
の
よ
う
な
単
純
な
見
方
は
な
さ
れ
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
（
35
）
。

こ
の
宣
言
が
発
給
さ
れ
た
ほ
ん
の
数
カ
月
後
に
明
ら
か
に
な
っ

た
の
が
、
第
二
に
注
目
す
る
べ
き
出
来
事
で
あ
る
「
ソ
ウ
ル
ズ
の

陰
謀
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
三
二
〇
年
夏
に
ロ
バ
ー
ト
一
世
の

統
治
を
転
覆
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
陰
謀
事
件

で
あ
る
。
何
人
か
の
有
力
者
が
関
与
し
て
い
た
と
疑
わ
れ
、
八
月

の
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
」
で
彼
ら
に
対
し
て
裁
定
が
な

さ
れ
た
（
36
）
。
従
来
は
、
ジ
ョ
ン
・
バ
ー
バ
ー
の
叙
述
に
し
た
が
っ
て
、

こ
の
陰
謀
計
画
は
ジ
ョ
ン
・
ソ
ウ
ル
ズJohn

Soules

を
王
位
に

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）
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据
え
よ
う
と
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
彼

は
、
有
力
者
で
は
あ
っ
た
が
王
位
の
代
替
者
と
し
て
は
正
当
性
に

劣
る
人
物
で
あ
っ
た
た
め
、
陰
謀
事
件
そ
の
も
の
が
軽
視
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
再
び
ダ
ン
カ
ン
の
研
究
が
こ
の
伝
統
的
な
見
方

に
挑
み
、
そ
の
結
果
、
近
年
こ
の
陰
謀
は
王
ロ
バ
ー
ト
に
と
っ
て

よ
り
深
刻
だ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ダ

ン
カ
ン
は
、
こ
の
事
件
を
か
つ
て
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ジ
ョ

ン
・
ベ
イ
リ
ア
ルJohn

B
alliol

（
一
二
九
二
年
―
九
六
年
）
の

息
子
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ベ
イ
リ
ア
ル
と
関
連
付
け
、
ロ
バ
ー
ト
一
世

の
治
世
を
通
じ
て
ベ
イ
リ
ア
ル
に
対
す
る
忠
誠
が
立
ち
消
え
る
こ

と
な
く
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
（
37
）
。
彼
は
こ
の
結
論
を
、
こ
の

陰
謀
に
関
係
し
た
と
疑
わ
れ
て
捕
ら
え
ら
れ
た
も
の
が
ベ
イ
リ
ア

ル
と
比
較
的
親
し
い
者
ば
か
り
だ
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
導
い
て

い
る
（
38
）
。

こ
の
ダ
ン
カ
ン
の
流
れ
を
受
け
て
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
研

究
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
の
が
Ｍ
・
ペ
ン
マ
ン
で
あ
る
（
39
）
。
彼
ら
二

人
の
主
張
の
大
き
な
違
い
は
陰
謀
事
件
の
起
源
に
あ
る
。
ア
ー
ブ

ロ
ウ
ス
宣
言
の
文
書
に
取
り
付
け
る
た
め
に
ロ
バ
ー
ト
の
文
書
作

成
部
が
諸
侯
の
印
章
を
強
制
的
に
集
め
た
こ
と
で
、
そ
の
高
圧
的

な
手
段
に
対
し
て
何
人
か
の
有
力
者
が
憤
り
、
王
ロ
バ
ー
ト
へ
の

反
乱
を
謀
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
ダ
ン
カ
ン
は
述
べ
て
い
る
（
40
）
。
対

し
て
ペ
ン
マ
ン
は
、
起
源
を
さ
ら
に
数
年
さ
か
の
ぼ
ら
せ
、
一
三

一
八
年
頃
に
起
こ
っ
た
い
く
つ
か
の
出
来
事
が
陰
謀
に
関
係
し
た

と
考
え
て
い
る
。
王
ロ
バ
ー
ト
の
唯
一
の
弟
で
あ
り
相
続
人
で
も

あ
っ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ブ
ル
ー
ス
の
死
。
王
の
破
門
。
バ
ノ
ッ
ク

バ
ー
ン
後
に
没
収
さ
れ
た
土
地
、
特
に
南
西
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の

土
地
の
、
再
分
配
の
失
敗
。
ベ
イ
リ
ア
ル
に
対
す
る
深
く
根
付
い

た
忠
誠
心
。
亡
命
し
た
ス
コ
ッ
ト
人
を
支
持
す
る
こ
と
に
よ
る
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
ド
ワ
ー
ド
二
世
の
陰
謀
へ
の
関
与
。
こ
れ
ら
の

こ
と
を
ペ
ン
マ
ン
は
重
要
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
陰
謀
事
件
が

周
到
に
謀
ら
れ
た
も
の
で
、
従
来
考
え
て
こ
ら
れ
た
よ
り
も
王
ロ

バ
ー
ト
に
対
す
る
深
刻
な
危
機
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
ペ
ン
マ
ン
は
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
治
世
後
半
の
安
定
性

と
彼
の
残
し
た
遺
産
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ベ

イ
リ
ア
ル
が
王
ロ
バ
ー
ト
に
取
っ
て
代
わ
る
と
い
う
可
能
性
は
、

陰
謀
事
件
の
時
だ
け
で
な
く
、
治
世
を
通
じ
て
ロ
バ
ー
ト
に
と
っ

て
の
脅
威
で
あ
っ
た
、
と
彼
は
主
張
し
、
歴
史
家
は
バ
ノ
ッ
ク
バ

ー
ン
後
の
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
支
持
の
度
合
い
を
精
査
す
る
べ
き
で

あ
る
、
と
忠
告
し
て
い
る
（
41
）
。

こ
の
よ
う
な
研
究
を
踏
ま
え
、
よ
り
近
年
の
研
究
は
陰
謀
事
件

と
ア
ー
ブ
ロ
ウ
ス
宣
言
の
廃
位
の
項
と
を
結
び
つ
け
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
Ｄ
・
ブ
ル
ー
ン
は
、
そ
の
宣
言
が
意
図
し
て
い

史
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た
対
象
は
外
に
い
る
教
皇
だ
け
で
は
な
く
、
内
に
い
る
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
の
バ
ロ
ン
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
お
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
助
け
を
借
り
て
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ベ
イ
リ
ア
ル
を
王
に
し
よ
う

と
企
む
も
の
全
て
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
言
明
と
し
て
廃
位
の
項

目
を
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ブ
ル
ー
ン
に
よ
れ

ば
、
ア
ー
ブ
ロ
ウ
ス
宣
言
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
、
さ
ら
に
は

ベ
イ
リ
ア
ル
朝
か
ら
の
独
立
を
示
す
ス
コ
ッ
ト
人
の
強
烈
な
意
思

で
あ
っ
た
（
42
）
。
別
の
研
究
も
同
様
に
、
ア
ー
ブ
ロ
ウ
ス
宣
言
の
作
者

が
そ
れ
を
作
成
し
て
い
る
時
、
ジ
ョ
ン
・
ベ
イ
リ
ア
ル
を
常
に
念

頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
43
）
。
ア
ー
ブ
ロ
ウ
ス
宣
言
は
、

今
で
は
ソ
ウ
ル
ズ
の
陰
謀
事
件
と
関
連
付
け
ら
れ
、
国
制
的
な
宣

言
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
作

成
さ
れ
た
文
書
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
最
近
の
歴
史
家
は
「
ア
ー
ブ
ロ
ウ
ス
宣
言
の
背
後

に
は
、
王
を
支
え
る
共
同
体
が
確
固
と
し
て
存
在
し
た
」
と
い
う

従
来
の
見
方
は
一
種
の
虚
構
で
あ
り
、
一
三
二
〇
年
に
お
け
る
ロ

バ
ー
ト
一
世
の
支
配
と
地
位
は
決
し
て
安
泰
で
は
な
か
っ
た
、
と

認
識
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
彼
の
治
世
は
一
四
・
一
五
世
紀

の
著
者
が
描
い
た
よ
う
な
単
純
な
英
雄
的
な
筋
書
き
で
は
も
は
や

語
ら
れ
な
く
な
り
、
一
三
一
四
年
、
あ
る
い
は
一
三
二
〇
年
と
そ

れ
以
降
は
彼
の
治
世
の
た
ん
な
る
終
章
で
は
な
く
、
よ
り
複
雑
で

重
要
な
段
階
と
し
て
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
。「
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
宮
廷
と
王
権
を
よ
り
十
分
に
考
察
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
…
…（
中
略
）…
…
多
面
的
で
、
常
に
変
化
す
る

支
配
者
像
が
明
ら
か
に
な
り
、
彼
の
治
世
に
つ
い
て
の
叙
述
で
従

来
描
か
れ
て
き
た
よ
り
も
は
る
か
に
複
雑
な
特
徴
が
明
ら
か
に
な

る
だ
ろ
う
（
44
）
」。
こ
の
よ
う
な
ロ
バ
ー
ト
の
治
世
に
つ
い
て
の
評
価

の
変
化
は
、
一
方
で
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
研
究
自
体
の
成
熟
が

進
ん
だ
こ
と
、
他
方
で
は
次
節
で
述
べ
る
彼
の
文
書
集
が
出
版
さ

れ
、
治
世
全
体
の
研
究
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
だ
ろ

う
。二

史

料

ロ
バ
ー
ト
一
世
の
治
世
を
研
究
す
る
た
め
に
、
叙
述
史
料
と
文

書
史
料
を
史
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
叙

述
史
料
の
伝
統
を
多
分
に
受
け
継
い
で
い
る
既
存
の
研
究
に
再
考

を
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
、
文
書
の
構
成
要
素
で
あ
る
印
璽
に
注

目
す
る
本
研
究
で
は
、
王
ロ
バ
ー
ト
の
名
の
も
と
で
発
給
さ
れ
た

文
書
を
主
な
一
次
史
料
と
し
て
扱
う
。
彼
の
文
書
は
二
つ
の
刊
行

本
に
よ
り
利
用
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
一
八
八
二
年
に
出
版
さ
れ
た

『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
璽
の
登
録
簿T

he
R

egister
ofthe

G
reat

Seal
ofScotland

（
以
下R

M
S1

と
し
て
参
照
）』
で
、
発
給
者

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）

六
七
（
七
〇
一
）



側
の
登
録
簿
を
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
が
、
受
給
者
側
の

文
書
を
収
集
・
編
集
し
、
一
九
八
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
ロ
バ
ー

ト
一
世
の
文
書
集T

he
A

cts
ofR

obert
I

（
以
下R

R
S5

と
し
て

参
照
）』
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
の
文

書
を
編
集
す
る
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
の
文
書
集R

egesta

R
egum

Scottorum
」
シ
リ
ー
ズ
の
第
五
巻
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
（
45
）
。

登
録
文
書

一
三
世
紀
頃
の
汎
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
象
と
し
て
、
文
書
の
発

給
者
が
発
給
し
た
文
書
の
控
え
を
保
管
す
る
と
い
う
現
象
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
46
）
。
お
そ
ら
く
一
三
世
紀
の
初
め
に
は
、
同
様

の
控
え
の
登
録
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
も
始
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、

一
三
世
紀
末
の
混
乱
の
中
で
初
期
の
登
録
簿
は
失
わ
れ
、
登
録
す

る
こ
と
自
体
や
め
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
初
期

の
登
録
簿
の
詳
細
に
は
不
明
な
点
が
多
い
（
47
）
。

発
給
文
書
の
登
録
は
、
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
時
に
再
開
さ
れ
た
。

彼
の
登
録
簿
は
、
二
一
の
ロ
ー
ル
と
、
二
葉
か
ら
成
る
一
つ
の
冊

子
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
一
七
世
紀
ま
で
は
存

在
し
た
が
、
一
六
六
〇
年
の
船
の
難
破
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
す
べ
て
が

失
わ
れ
、
一
つ
の
ロ
ー
ル
の
み
が
現
存
し
て
い
る
（
48
）
。
し
か
し
、
失

わ
れ
た
登
録
簿
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
が
以
下
の
よ
う
な
間
接
的

な
情
報
源
か
ら
入
手
可
能
で
あ
る
。

１
�
一
五
五
四
年
か
ら
一
五
七
九
年
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
、
登
録
簿
の
摘
要
の
一
覧

２
�
現
存
し
な
い
一
覧
を
も
と
に
し
て
作
成
さ
れ
、
一
七
九
八

年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ンW

illiam
R

obertson

に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
一
覧

３
�
一
七
世
紀
前
半
の
ハ
デ
ィ
ン
ト
ン
伯
ト
マ
スT

hom
as

earlof
H

addington

に
よ
る
失
わ
れ
た
ロ
ー
ル
の
内
容

の
い
く
つ
か
の
写
し

４
�
一
七
世
紀
前
半
の
ル
イ
ス
・
ス
テ
ュ
ワ
ー
トLew

is

Stew
art

に
よ
る
失
わ
れ
た
ロ
ー
ル
の
内
容
の
い
く
つ
か

の
写
し

５
�
一
四
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
ま
で
に
様
々
な
も
の
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
失
わ
れ
た
ロ
ー
ル
の
内
容
の
い
く
つ
か
の
写
し

R
M

S1

の
編
者
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
情
報
と
現
存
ロ
ー
ル
の
内

容
を
掲
載
し
た
。
現
存
ロ
ー
ル
を
文
字
に
起
こ
し
、
失
わ
れ
た
ロ

ー
ル
の
内
容
の
写
し
（
上
記
３
、
４
、
５
）
を
「A

ppendix
1

」

と
し
て
、
登
録
簿
の
内
容
の
一
覧
（
上
記
１
、
２
）
を
「A

ppen-

dix
2

」
と
し
て
出
版
し
た
。

R
M

S1
の
史
料
集
と
し
て
の
重
要
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
編
者

は
ご
く
短
い
序
文
し
か
書
か
ず
、
一
四
世
紀
の
も
と
も
と
の
登
録

史
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簿
が
作
成
さ
れ
る
過
程
や
背
景
に
つ
い
て
は
説
明
し
な
か
っ
た
（
49
）
。

そ
の
た
め
、
登
録
簿
に
つ
い
て
の
説
明
は
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
文
書

集
を
編
集
し
た
ダ
ン
カ
ン
の
研
究
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
50
）
。

ロ
バ
ー
ト
一
世
の
登
録
簿
の
特
徴
に
つ
い
て
こ
こ
で
幾
つ
か
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
登
録
簿
は
、
一
三
一
四
年
こ
ろ
以
降
に
発

給
さ
れ
た
何
ら
か
の
権
限
付
与
状
や
下
書
き
の
よ
う
な
も
の
を
保

存
す
る
こ
と
か
ら
発
展
し
て
い
き
、
一
三
一
八
年
こ
ろ
以
降
に
作

成
さ
れ
は
じ
め
た
。
ロ
ー
ル
は
、
内
容
ご
と
に
分
類
さ
れ
た
も
の

と
、
そ
う
で
な
い
も
の
か
ら
な
っ
て
い
る
。
分
類
さ
れ
た
ロ
ー
ル

は
、
授
与
対
象
物
の
地
域
か
、
あ
る
い
は
受
給
者
に
し
た
が
っ
て

分
類
さ
れ
て
い
る
（
51
）
。
分
類
さ
れ
た
ロ
ー
ル
の
情
報
源
は
非
分
類
の

ロ
ー
ル
で
あ
り
、
そ
の
た
め
登
録
簿
全
体
で
二
度
あ
る
い
は
三
度

登
録
さ
れ
て
い
る
内
容
が
存
在
す
る
。
登
録
簿
の
一
覧
に
記
載
さ

れ
て
い
る
六
六
四
の
延
べ
数
か
ら
二
度
あ
る
い
は
三
度
登
録
さ
れ

て
い
る
内
容
を
差
し
引
い
て
、
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
た
実
際
の
数

は
五
六
二
で
あ
る
と
ダ
ン
カ
ン
は
見
積
も
っ
て
い
る
。

登
録
簿
作
成
の
主
な
目
的
は
、
法
的
権
利
の
記
録
と
い
う
よ
り

も
、
財
務
目
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
考
え
ら
れ
る
理
由

が
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
登
録
さ
れ
て
い
る
内
容
の
多
く
が
何
ら

か
の
形
で
省
略
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
現
存
ロ
ー
ル

に
記
載
さ
れ
る
す
べ
て
の
文
書
は
証
人
一
覧
を
欠
い
て
お
り
、
一

つ
の
み
が
発
給
日
と
発
給
地
を
記
載
し
て
い
る
（
52
）
。
ハ
デ
ィ
ン
ト
ン

伯
に
よ
っ
て
複
写
さ
れ
た
文
書
（
上
記
３
）
の
多
く
は
発
給
日
と

場
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
そ
れ
ら
の
情
報
が
記

載
さ
れ
て
い
る
文
書
を
選
択
し
て
転
写
し
た
た
め
で
あ
る
。
財
務

目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
第
二
の
理
由
は
、
す
べ
て
の
発
給

文
書
が
登
録
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
俗
人

に
発
給
さ
れ
た
証
書
の
登
録
率
が
相
対
的
に
高
く
、
修
道
院
に
対

す
る
証
書
の
登
録
率
は
低
い
。
諸
修
道
院
は
、
王
の
登
録
簿
に
記

載
さ
れ
る
よ
り
も
、
自
身
の
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
に
文
書
を
記
載
す

る
の
を
好
ん
だ
た
め
で
あ
る
。
法
的
権
利
の
記
録
の
た
め
な
ら
、

こ
の
よ
う
な
不
釣
合
い
は
生
じ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

発
給
文
書

次
に
、
発
給
者
側
で
あ
る
王
の
控
え
で
は
な
く
、
受
給
者
に
よ

っ
て
受
け
取
ら
れ
た
文
書
を
概
観
し
て
い
き
た
い
。
受
給
者
側
の

文
書
も
ま
た
、
現
在
ま
で
の
残
存
の
仕
方
は
様
々
で
あ
る
。
原
本

と
し
て
現
存
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
に
複
写
と

し
て
存
在
す
る
も
の
、
ま
た
要
旨
と
い
う
形
で
の
み
存
在
す
る
も

の
も
あ
る
。R

R
S5

の
中
で569

ま
で
番
号
を
付
け
ら
れ
た
文
書

は
、
以
下
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

１
�
発
給
時
が
確
認
で
き
る
文
書
（
た
だ
し
、
失
わ
れ
た
文
書

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
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の
要
旨
も
含
ま
れ
る
）（N

o.1

�N
o.383

）

２
�
ほ
ぼ
全
文
が
残
っ
て
い
る
が
、
発
給
日
が
正
確
に
特
定
で

き
な
い
も
の
（N

o.384

�N
o.416

）

３
�
発
給
日
が
特
定
で
き
な
い
失
わ
れ
た
文
書
（N

o.417

�N
o.

506
）

４
�
失
わ
れ
た
文
書
で
、
財
務
記
録
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る

も
の
（N

o.507
�N

o.556

）

５
�
定
型
文
言
集form

ulary

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
文
書

（N
o.557

�N
o.569

）

本
研
究
は
、
以
上
で
述
べ
て
き
たR

M
S1

とR
R

S5

を
主
な

一
次
史
料
と
し
て
用
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
史
料
集
が
編
纂

さ
れ
る
ま
で
に
す
で
に
多
く
の
文
書
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
で
あ

ろ
う
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ダ
ン
カ
ン
は
、
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
治
世
の
末
に
購
入
さ
れ
た
ロ
ウ

の
量
は
一
年
当
た
り
七
八
五
個
の
印
璽
の
刻
印
を
取
り
付
け
ら
れ

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
（
53
）
。
こ
の
推
定
量
が
多
く
見
積

も
り
過
ぎ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
二
つ
の
史
料
集
に
掲
載
さ
れ
る

文
書
は
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
文
書
作
成
部
が
発
給
し
た
も
の
の
ご
く

一
部
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。

こ
の
よ
う
な
文
書
集
を
用
い
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト

一
世
の
印
璽
を
研
究
し
て
い
く
。
研
究
に
入
る
前
に
、
次
節
で
印

章
・
印
璽
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
印
章
に
影

響
を
与
え
た
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
印
章
の
歴
史

を
概
観
す
る
。
特
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
南
に
隣
接
す
る
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
は
、「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ミ
ニ
チ

ュ
ア
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
多
く
の
面
で
直
接
的
な
影
響

を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
与
え
て
き
て
お
り
、
詳
し
く
取
り
上
げ
る
（
54
）
。

三

印
章
と
「
記
録
へ
の
信
頼
」

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
背
景

本
研
究
で
注
目
す
る
印
章
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
ろ
う
か
（
55
）
。
印

章
と
は
、
母
型
、
あ
る
い
は
、
母
型
を
使
う
こ
と
で
何
ら
か
の
方

法
で
文
書
に
付
さ
れ
た
蝋
や
鉛
な
ど
の
金
属
の
刻
印
、
あ
る
い
は
、

時
に
は
そ
れ
ら
両
方
の
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。
中
世
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
は
、
印
章
は
主
に
三
つ
の
目
的
の
た
め
に
使
わ
れ
た
。
第

一
に
所
有
権
を
主
張
し
証
明
す
る
た
め
に
、
第
二
に
文
書
を
封
緘

す
る
た
め
に
、
第
三
に
文
書
を
真
性
の
も
の
と
証
明
す
る
た
め
に

印
章
が
使
わ
れ
た
（
56
）
。
こ
れ
ら
の
う
ち
最
後
の
目
的
、
す
な
わ
ち
文

書
の
真
正
性
を
証
明
す
る
こ
と
が
、
中
世
で
印
章
を
使
う
際
に
も

っ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
（
57
）
。

し
か
し
、
印
章
が
文
書
の
真
正
性
を
証
明
す
る
た
め
の
唯
一
の

手
段
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
い
（
58
）
。
印
章
の
使
用
は
栄
枯
盛
衰
の
歴
史

史
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を
た
ど
っ
た
。
確
か
に
、
ロ
ー
マ
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
と
印
章
は

文
書
を
法
的
に
有
効
と
す
る
た
め
に
広
く
使
わ
れ
た
。
タ
ブ
レ
ッ

ト
と
呼
ば
れ
る
木
板
に
、
パ
ピ
ル
ス
に
、
あ
る
い
は
羊
皮
紙
に
、

印
章
は
何
ら
か
の
方
法
で
添
付
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
帝
国

の
崩
壊
と
と
も
に
、
印
章
の
使
用
は
次
第
に
廃
れ
て
い
き
、
印
章

が
文
書
の
法
的
有
効
性
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
く

な
っ
て
い
っ
た
。
自
筆
の
署
名
や
十
字
の
記
入
が
、
印
章
の
役
割

を
取
っ
て
代
わ
っ
た
。
中
世
中
期
に
な
る
と
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ビ
ザ

ン
ツ
の
金
属
製
の
印
章
（
ブ
ッ
ラbulla

）
が
新
た
に
流
入
す
る

こ
と
で
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
印
章
が
再
び
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
59
）
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
印
章
の
使
用
の
進
展
は
、
文
書
使
用
の
全

般
的
な
隆
盛
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
印
章
と
認
証
と
の
関

係
性
は
、
中
世
に
お
け
る
「
記
録
へ
の
信
頼trust

in
w

riting

」

化
の
進
展
、
Ｍ
・
ク
ラ
ン
チ
ー
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
「
記
憶

か
ら
書
か
れ
た
記
録
へ
」
の
変
化
と
と
も
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

一
〇
世
紀
以
前
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
印
章
に
つ
い
て
の
史

料
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
が
、
一
一
世
紀
の
エ
ド
ワ
ー
ド
証
聖

王
が
文
書
に
印
璽
を
付
す
か
吊
り
下
げ
始
め
た
よ
う
で
あ
る
（
60
）
。
そ

れ
以
降
、
印
章
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
文
書
を
封
緘
す
る
目
的
と

い
う
よ
り
も
、
文
書
を
有
効
な
も
の
に
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
一
〇
六
六
年
の
ノ
ル
マ
ン
征

服
以
前
に
は
普
通
の
認
証
方
法
で
あ
っ
た
十
字
の
印
の
記
載
に
よ

っ
て
の
み
認
証
さ
れ
て
い
た
証
書
は
、
ノ
ル
マ
ン
征
服
後
は
も
は

や
法
的
に
有
効
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
き
（
61
）
、
印
章
は
特
に
私

的
な
領
域
で
使
わ
れ
続
け
た
他
の
認
証
方
法
を
次
第
に
駆
逐
し
て

い
っ
た
（
62
）
。
一
二
世
紀
に
は
、
印
章
が
文
書
に
威
厳
と
強
度
を
与
え

る
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
印
章
の
使
用
を
正
当

化
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
文
言
が
証
書
の
中
で
言
及
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ク
ラ
ン
チ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な

文
言
は
「
象
徴
的
な
モ
ノ
に
よ
っ
て
物
理
的
に
補
強
さ
れ
な
い
抽

象
的
な
文
書
に
よ
る
立
証
は
不
十
分
で
あ
る
と
広
範
に
感
じ
ら
れ

て
い
た
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
63
）
。
ま
た
、
一
一
八
九
年
の
リ
チ
ャ

ー
ド
一
世
の
即
位
に
至
る
ま
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
王
文
書

の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
発
給
日
が
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ

の
事
実
は
、
あ
る
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
、
そ
れ
に
関
係
す
る

文
書
の
日
付
は
参
照
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

つ
ま
り
文
書
は
、
す
で
に
執
り
行
わ
れ
た
処
置
を
た
ん
に
確
認
す

る
も
の
と
し
て
し
か
見
ら
れ
て
こ
ず
、
文
書
に
日
付
を
挿
入
す
る

必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
64
）
。
こ
の
よ
う
な
趨
勢
の
な
か
で
、
記

憶
と
記
録
と
を
仲
介
し
た
の
が
印
章
で
あ
る
。
署
名
や
十
字
の
記

入
と
は
異
な
り
、
印
章
は
刻
印
と
し
て
物
体
が
形
づ
く
ら
れ
る
た

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）

七
一
（
七
〇
五
）



め
、
そ
れ
が
付
さ
れ
た
文
書
の
中
で
印
章
の
所
有
者
の
存
在
を
強

く
示
し
た
（
65
）
。
一
二
・
一
三
世
紀
の
証
書
や
書
状
に
、
処
置
の
物
理

的
な
証
拠
で
あ
っ
た
証
人
の
一
覧
が
印
章
と
と
も
に
頻
繁
に
記
載

さ
れ
た
事
実
は
（
66
）
、
法
的
に
有
効
で
あ
る
た
め
の
不
可
欠
な
要
素
が
、

そ
の
時
代
に
実
際
の
行
為
か
ら
文
書
へ
の
移
行
の
過
程
に
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
67
）
。
こ
れ
を
背
景
と
し
て
、
一

一
・
一
二
世
紀
の
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
印
章
の
地
位
が
向

上
し
て
い
っ
た
。
文
書
の
正
当
性
の
証
拠
と
し
て
印
章
を
使
う
こ

と
が
極
め
て
一
般
的
に
な
っ
た
の
で
、「
印
章
は
す
べ
て
の
西
洋

の
土
地
で
文
書
の
真
正
性
を
確
認
す
る
た
め
の
そ
れ
以
前
の
方
法

を
次
第
に
舞
台
裏
へ
と
押
し
や
り
、
最
終
的
に
は
忘
却
さ
せ
て
し

ま
っ
た
（
68
）
」。
一
三
世
紀
初
頭
に
は
、
す
べ
て
の
教
皇
文
書
が
「
絹

か
麻
の
紐
に
取
り
付
け
ら
れ
た
ブ
ッ
ラ
、
す
な
わ
ち
鉛
製
の
印
章

に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
た
（
69
）
」。
印
章
は
、
法
的
な
文
書
だ
け
で
は
な

く
、
私
的
な
通
信
の
た
め
の
文
書
に
も
ま
た
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
（
70
）
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
中
、
社
会
の
広
範
な
層
が
彼
ら
自
身

の
印
章
を
保
持
し
よ
う
と
し
、
領
主
の
家
政
に
か
か
わ
る
事
柄
の

た
め
に
使
用
さ
れ
た
（
71
）
。

こ
の
よ
う
に
広
範
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
印
璽

は
、
文
書
と
は
必
ず
し
も
関
連
し
な
い
目
的
に
も
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
文
書
の
認
証
に
加
え
、
印
章
は
地
位
を
示
す
象
徴
と

し
て
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
貴
族
身
分
を
特
徴
づ
け
る
し
る
し
の

一
つ
と
し
て
機
能
し
た
。
印
章
を
使
用
し
始
め
る
時
期
が
、
印
章

に
刻
ま
れ
る
図
像
や
銘
が
、
そ
し
て
所
有
す
る
印
章
の
大
き
さ
と

数
が
、
社
会
に
お
け
る
彼
ら
の
立
ち
位
置
を
指
し
示
し
た
（
72
）
。
同
時

に
、
印
章
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
す
し
る
し
に
も
な
っ
た
。

使
用
す
る
た
び
に
印
章
の
所
有
者
の
象
徴
が
複
製
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
一
方
で
、
所
有
者
は
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
気
が

つ
く
こ
と
に
な
り
、
他
方
で
、
そ
の
受
領
者
は
印
章
の
保
有
者
の

イ
メ
ー
ジ
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
73
）
。

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
印
章
の
重
要
性
は
、
偽
造
に
つ
い

て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
書

を
偽
造
す
る
こ
と
は
、
印
章
を
偽
造
す
る
の
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
っ

た
。
例
え
ば
、
一
一
九
八
年
に
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世

が
偽
文
書
に
関
す
る
命
令
を
発
し
た
時
、
そ
れ
は
実
質
的
に
は
印

章
に
関
す
る
見
解
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
命
令
に
お
い
て

偽
文
書
と
は
「
偽
物
の
印
章
が
付
さ
れ
た
文
書
、
何
ら
か
の
不
正

な
方
法
で
真
正
な
印
章
が
付
さ
れ
た
偽
物
の
文
書
、﹇
印
章
の
﹈

削
除
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
た
真
性
な
文
書
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
74
）
。

中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
同
様
に
、
偽
造
と
は
印
章
の
偽

造
を
意
味
し
た
。
い
く
つ
か
の
種
類
の
偽
造
に
対
し
て
は
比
較
的

寛
容
で
あ
っ
た
な
か
で
、
王
の
印
璽
を
偽
造
す
る
こ
と
や
領
主
の

史
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印
章
を
そ
の
家
政
の
一
員
が
偽
造
す
る
こ
と
は
法
に
よ
っ
て
犯
罪

で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
（
75
）
。
一
五
世
紀
は
印
章
の
使
用
が
全
体
的
に

衰
退
し
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
印
章
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
偽
造

が
増
加
し
、
個
人
の
筆
跡
を
模
倣
す
る
能
力
が
注
目
し
、
気
に
か

け
る
べ
き
問
題
と
な
っ
た
（
76
）
。

中
世
後
期
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と

で
は
、
印
章
の
重
要
度
に
違
い
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
要
因
は
公
証
人
制
度
の
発
展
で
あ
る
。
公
証
人
は
特
殊
な
記
号

に
よ
っ
て
認
証
す
る
よ
う
に
な
り
、
公
証
人
作
成
文
書
は
印
章
付

き
の
文
書
か
ら
分
離
し
て
い
っ
た
。
一
二
九
一
年
に
フ
ラ
ン
ス
王

フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
が
、
文
書
の
法
的
有
効
性
に
お
い
て
公
証
人
文

書
よ
り
も
印
章
の
ほ
う
が
優
っ
て
い
る
こ
と
を
宣
言
し
た
が
、
そ

れ
で
も
公
証
人
制
度
の
影
響
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
次
第
に

公
証
人
に
よ
る
認
証
が
印
章
に
よ
る
認
証
に
取
っ
て
代
わ
る
よ
う

に
な
っ
た
（
77
）
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
公
証
人
制
度

が
そ
れ
ほ
ど
浸
透
し
な
か
っ
た
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
十
分
に
は

説
明
さ
れ
て
き
て
い
な
い
が
（
78
）
、
公
証
人
制
度
は
ロ
ー
マ
法
と
密
接

に
関
連
し
て
お
り
、
皇
帝
あ
る
い
は
教
皇
に
宣
誓
す
る
公
証
人
が

普
及
す
る
地
域
か
ら
地
理
的
に
離
れ
て
い
た
こ
と
や
（
79
）
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
公
証
人
制
度
が
到
来
し
た
と
き
に
は
す
で
に
印
章
に
よ
る

認
証
の
方
法
が
確
立
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
そ
の
理
由

で
あ
ろ
う
（
80
）
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
印
章
が
よ
り
頻

繁
に
使
わ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
王
国
行
政
の
そ
れ
ぞ
れ
の

部
門
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
務
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
印
章

を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
81
）
。
令
状
に
刻
印
さ
れ
た
王
の
図
像
が

大
量
に
生
産
さ
れ
る
こ
と
が
、
一
二
世
紀
以
降
の
官
僚
制
的
な
財

務
府
と
コ
モ
ン
ロ
ー
制
度
の
基
盤
で
あ
っ
た
（
82
）
。
ひ
と
た
び
行
政
に

お
け
る
印
章
制
度
が
確
立
さ
れ
る
と
、
印
章
を
付
す
役
人
が
押
印

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
手
数
料
を
報
酬
と
し
て
受
け
取
る

た
め
に
、
そ
の
制
度
自
体
が
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
83
）
。

こ
の
よ
う
に
印
章
が
広
く
使
わ
れ
た
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
で
も
実
際
に
す
べ
て
の
文
書
に
何
ら
か
の
印
章
が
付

さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
は
実
質
的
に
不
可
能
で
あ
る
。

Ｈ
・
ジ
ェ
ン
キ
ン
ソ
ン
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
印
章
が
付
さ

れ
て
い
な
い
令
状
も
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
（
84
）
。
そ
れ
で
も
、
印

章
は
「
証
書
」
の
本
質
で
あ
り
、
た
ん
な
る
些
細
な
補
強
物
で
は

な
く
、
た
ん
な
る
形
式
で
も
形
骸
で
も
な
か
っ
た
（
85
）
。
文
書
の
真
正

性
を
認
証
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
印
章
は
間
違
い
な
く
も
っ
と
も

重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
っ
た
（
86
）
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
璽
と
王
璽

以
上
の
よ
う
な
印
章
の
全
般
的
背
景
を
踏
ま
え
、
次
に
イ
ン
グ

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）
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ラ
ン
ド
の
国
璽
と
王
璽
を
さ
ら
に
深
く
見
て
い
き
た
い
。
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
、
少
な
く
と
も
統
治
の
面
で

は
、
南
隣
の
王
国
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
お
り
（
87
）
、
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
よ
り
も
は
る
か
に
早
く
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
王
璽
と
、
そ
れ
以
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
国
璽
を
無

視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

国
璽
は
初
め
か
ら
「the

great
seal

」
と
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
元
来
そ
れ
は
王
の
唯
一
の
印
璽
で
あ
り
、
た
だ
た
ん

に
「
印
璽the

seal

」
で
あ
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
エ
ド
ワ

ー
ド
証
聖
王
が
印
章
を
認
証
の
た
め
に
使
っ
た
最
初
の
王
で
あ
る

と
の
説
が
有
力
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
状
況
を
示
す
証
拠
も
存
在

す
る
も
の
の
、
十
分
に
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
（
88
）
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
征

服
王
が
証
聖
王
の
印
璽
と
組
織
さ
れ
た
書
記
官
た
ち
を
引
き
継
ぎ
、

征
服
王
の
印
璽
が
そ
れ
以
降
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
、
ま
た
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
諸
王
の
印
璽
の
基
準
と
な
っ
た
（
89
）
。
証
聖
王
の
も
の
と
同

様
に
、
征
服
王
の
印
璽
は
円
形
で
両
面
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
が
座

し
て
い
る
様
子
を
模
し
た
一
方
の
面m

ajestic
side

に
は
玉
座

に
君
臨
す
る
王
が
描
か
れ
、
手
に
は
剣
と
宝
珠
を
持
っ
て
い
る
。

も
う
一
方
の
面equestrian

side

に
は
、
王
は
馬
上
の
騎
士
の

姿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
（
90
）
。
印
璽
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の

鍵
」
と
も
呼
ば
れ
（
91
）
、
尚
書
部
長
官
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
（
92
）
。
彼
の

も
と
で
文
書
作
成
部
が
尚
書
部chancery

と
し
て
組
織
さ
れ
て

い
っ
た
（
93
）
。
重
大
事
で
あ
ろ
う
が
些
事
で
あ
ろ
う
が
、
皇
帝
や
教
皇

に
宛
て
ら
れ
よ
う
が
家
内
の
使
用
人
に
宛
て
ら
れ
よ
う
が
、
王
の

声
明
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
尚
書
部
で
作
成
さ
れ
、
王
の
唯
一
の
印
璽

に
よ
っ
て
印
さ
れ
た
（
94
）
。

時
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
こ
の
状
況
は
変
化
し
て
い
っ
た
。「
一

二
世
紀
末
ま
で
に
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
比
較
的
高
度
に
組

織
化
さ
れ
た
行
政
の
中
で
、
統
治
機
構
の
複
雑
化
と
行
政
的
集
権

化
の
進
展
に
よ
っ
て
尚
書
部
に
拡
大
的
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
す

べ
て
の
職
責
を
果
た
す
た
め
に
は
、
王
の
ひ
と
つ
の
印
璽
で
は
不

十
分
に
な
っ
て
き
た
（
95
）
」。
そ
の
結
果
、
財
務
府
印
の
よ
う
な
行
政

各
部
門
の
印
章
と
、
王
の
第
二
の
印
璽
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
よ
り
小
さ
な
第
二
の
印
璽
の
出
現
に
よ
り
、
も
と
も
と
の
王

の
印
璽
が
「
大
印
璽the

great
seal

」
と
、
新
た
な
印
璽
は

「
個
人
印
璽the

privy
seal

」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
96
）
。

王
の
印
璽
が
二
つ
に
な
っ
た
こ
と
で
、
使
用
法
に
お
い
て
そ
れ

ぞ
れ
の
印
璽
が
次
第
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ヘ

ン
リ
ー
二
世
と
リ
チ
ャ
ー
ド
一
世
も
二
つ
の
印
璽
を
使
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
が
そ
れ
は
個
人
的
な
用
途
の
た
め
で
あ
り
、
ジ
ョ
ン
が

公
の
目
的
の
た
め
に
そ
れ
を
使
っ
た
最
初
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
と

考
え
ら
れ
て
い
る
（
97
）
。「
国
璽
の
代
用
と
し
て
緊
急
事
態
に
も
用
い

史
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ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
新
形
式
の
印
璽
で
あ
り
、
あ
る
種
の
役
割
の

た
め
に
特
別
に
割
り
当
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
98
）
」。
国
璽
を
利
用

で
き
な
い
時
、
ジ
ョ
ン
は
書
状
を
、
特
に
重
要
性
の
低
い
文
書
を

発
給
す
る
た
め
に
王
璽
を
も
ち
い
た
。
そ
の
た
め
、
彼
に
よ
る
王

璽
の
使
用
例
は
、
主
に
封
緘
書
状
録
の
中
で
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
こ
の
時
、
封
緘
書
状
だ
け
で
な
く
「
よ
り
公
の
度

合
い
が
高
い
開
封
書
状
も
、
こ
の
新
た
な
小
印
璽
、
す
な
わ
ち
王

璽
に
よ
り
印
を
付
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
99
）
」。

ジ
ョ
ン
王
の
死
後
、
ヘ
ン
リ
ー
三
世
の
未
成
年
期
に
よ
っ
て
王

璽
の
使
用
の
進
展
は
一
旦
立
ち
止
ま
っ
た
。
王
璽
は
王
の
「
私
的

な
」
印
璽
で
あ
り
、
少
年
王
は
そ
の
よ
う
な
印
璽
を
必
要
と
し
な

か
っ
た
た
め
で
あ
る
（
100
）
。
成
人
し
た
ヘ
ン
リ
ー
が
「
外
国
人
」
な
ど

偏
っ
た
人
々
を
重
用
し
始
め
る
と
、
国
璽
の
濫
用
が
彼
の
専
制
的

な
権
力
の
源
の
ひ
と
つ
だ
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
バ
ロ
ン

の
反
乱
の
結
果
、
国
璽
の
使
用
が
制
限
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
彼

は
よ
り
頻
繁
に
王
璽
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
（
101
）
。

エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
は
大
々
的
に
王
璽
を
使
用
し
た
と
言
わ
れ
て

き
て
い
る
（
102
）
。
特
に
重
要
な
の
は
、
一
二
九
二
年
に
ジ
ョ
ン
・
ラ
ン

グ
ト
ンJohn

Langton

が
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ネ
ルR

obert

B
urnell

の
尚
書
部
長
官
職
を
継
い
だ
時
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
、

信
任
の
厚
い
王
の
友
人
で
あ
る
バ
ー
ネ
ル
の
監
督
下
で
、
国
璽
を

管
理
す
る
尚
書
部
と
王
璽
を
管
理
す
る
納
戸
部w

ardrobe

と
が
、

時
に
は
重
な
り
あ
う
よ
う
に
、
密
接
に
連
携
し
な
が
ら
仕
事
を
お

こ
な
っ
て
い
た
が
、
一
二
九
二
年
以
降
そ
の
二
つ
の
組
織
が
分
離

す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
103
）
。
司
法
に
関
す
る
令
状
の
発
給
と
い
っ
た
仕

事
の
増
大
に
よ
り
、
尚
書
部
長
官
と
尚
書
部
は
「
宮
廷
外
」
に
出

て
い
き
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
に
定
着
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
王

璽
は
徐
々
に
王
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
（
104
）
。
エ
ド
ワ
ー
ド
の
治
世
の
後
半
に
な
る
と
、
王
璽
の
過
度

の
使
用
が
臣
民
の
不
満
の
対
象
の
一
つ
と
な
っ
た
。
彼
に
よ
り
大

規
模
に
繰
り
返
さ
れ
る
戦
争
の
結
果
、
臣
民
は
負
担
を
強
い
ら
れ
、

王
と
彼
ら
は
緊
張
状
態
へ
と
至
っ
た
（
105
）
。
エ
ド
ワ
ー
ド
の
父
ヘ
ン
リ

ー
三
世
の
時
の
国
璽
と
同
様
に
、
今
度
は
彼
の
王
璽
が
国
王
大
権

の
象
徴
の
一
つ
と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
司
法
手

続
に
お
い
て
王
璽
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
抵
抗
が
大
き
く
、

人
々
か
ら
法
的
権
利
を
奪
う
た
め
に
王
璽
が
使
用
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
と
い
う
要
求
が
な
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
（
106
）
。

も
と
も
と
国
璽
の
た
ん
な
る
代
用
と
し
て
出
現
し
た
王
璽
は
、

エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
治
世
に
か
け
て
、
次
第
に
行
政
で
そ
れ
固
有

の
位
置
を
得
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
印
璽
を
持
つ
二
つ
の
文

書
組
織
は
、
と
も
に
王
の
組
織
で
あ
り
、
王
の
意
思
に
し
た
が
っ

て
仕
え
て
は
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
間
で
職
分
が
明
確
に
な
っ
て
い

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）
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き
、
平
常
時
に
は
そ
れ
ら
の
間
で
の
対
立
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
（
107
）
。

二
つ
の
印
璽
間
の
も
っ
と
も
重
要
な
違
い
は
、
国
璽
は
王
璽
と
比

べ
る
と
よ
り
厳
粛
で
あ
り
、
よ
り
正
式
な
も
の
で
あ
っ
た
点
で
あ

る
。
王
璽
を
管
理
す
る
納
戸
部
が
王
の
よ
り
近
く
に
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
尚
書
部
は
よ
り
古
く
よ
り
威
厳
の
あ
る
組
織
と
し

て
、
国
家
の
位
階
に
お
い
て
上
位
に
位
置
し
て
お
り
、
尚
書
部
管

理
下
の
国
璽
は
常
に
王
璽
よ
り
も
優
位
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
（
108
）
。

尚
書
部
こ
そ
が
、
役
人
の
任
命
や
、
土
地
や
金
、
特
権
、
恩
赦
、

聖
職
禄
と
い
っ
た
重
要
な
授
与
の
た
め
に
文
書
を
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
た
（
109
）
。

こ
の
よ
う
な
重
要
な
文
書
を
作
成
す
る
尚
書
部
と
王
と
の
間
を

結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
た
の
が
王
璽
で
あ
っ
た
。
重
要
な
文

書
が
発
給
さ
れ
る
た
め
に
、
他
の
役
人
で
は
な
く
、
王
の
命
令
が

必
要
と
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
命
令
を
文
書
に
し
た
た
め
た
権
限

付
与
状
を
認
証
す
る
た
め
に
、
王
璽
が
使
わ
れ
た
。
王
の
近
く
で

保
持
さ
れ
る
王
璽
を
付
し
た
文
書
は
、
王
の
意
思
を
反
映
し
た
も

の
で
あ
り
、
重
要
な
文
書
を
発
給
す
る
権
限
を
尚
書
部
に
与
え
た

の
で
あ
る
。
特
徴
的
な
王
璽
の
使
用
に
代
表
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な

権
限
付
与
制
度
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
文
書
作
成
制
度
の
独
特
な

側
面
で
あ
る
（
110
）
。
こ
の
よ
う
な
権
限
付
与
の
た
め
の
王
璽
の
使
用
は
、

す
で
に
ジ
ョ
ン
王
の
時
に
見
ら
れ
た
が
（
111
）
、
一
二
九
〇
年
頃
以
降
こ

れ
が
制
度
と
し
て
確
立
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
璽
を
付
し
た
文
書

が
発
給
さ
れ
る
た
め
の
権
限
の
出
ど
こ
ろ
が
明
示
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、「
王
自
身
に
よ
りper

ipsum
regem

」
の
よ
う
な
文
言
が
、

発
給
さ
れ
た
文
書
や
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
（
112
）
。
こ
の
意
味
に
お
い

て
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
治
世
に
「
国
璽
を
付
し
て
発
給
さ
れ
る

文
書
の
発
給
を
統
制
す
る
制
度
が
実
質
的
に
確
立
さ
れ
た
」
の
で

あ
る
（
113
）
。
こ
の
制
度
の
中
枢
に
、
王
と
彼
の
王
璽
が
存
在
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
王
と
国
璽
と
を
結
び
つ
け
る
目
的
だ
け
で
な
く
、

王
璽
は
そ
れ
自
体
と
し
て
様
々
な
種
類
の
文
書
を
発
給
す
る
た
め

に
使
わ
れ
た
。
時
に
は
、
重
要
性
の
低
い
文
書
を
認
証
す
る
の
に

使
わ
れ
た
（
114
）
。
そ
れ
は
行
政
の
執
行
に
お
い
て
有
益
な
も
の
で
あ
り
（
115
）
、

ど
の
役
人
も
王
璽
を
付
し
た
文
書
に
よ
る
命
令
を
受
け
取
っ
た
。

ま
た
と
き
に
は
、
王
は
王
璽
を
私
的
な
通
信
や
外
国
の
支
配
者
と

の
連
絡
の
た
め
に
用
い
た
（
116
）
。
王
璽
は
国
璽
と
比
べ
て
小
さ
い
た
め
、

秘
密
を
要
す
る
書
状
に
は
よ
り
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
り
正
式
度
の
劣
る
す
べ
て
の
書
状
の
発

給
を
王
璽
が
独
占
し
た
わ
け
で
は
く
、
い
く
つ
か
の
も
の
は
尚
書

部
か
ら
も
発
給
さ
れ
た
。
文
書
の
発
給
は
、
ど
の
文
書
組
織
が
近

く
に
あ
る
か
と
い
っ
た
実
際
的
な
条
件
に
し
ば
し
ば
依
存
し
た
。

行
政
の
中
心
地
で
あ
っ
た
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
を
王
が
離
れ
る

と
き
は
い
つ
で
も
、
ど
の
文
書
作
成
部
門
が
彼
に
随
伴
す
る
か
が

史
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決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
117
）
。

前
述
の
よ
う
な
印
璽
の
使
わ
れ
方
が
原
則
と
し
て
確
立
し
た
あ

と
も
、
そ
れ
が
い
つ
も
遵
守
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え

ば
、
戦
争
時
に
は
例
外
的
な
や
り
方
で
印
璽
が
使
用
さ
れ
た
。
一

二
九
六
年
、
侵
略
す
る
た
め
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
遠
征
し
た
時
、

エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
は
王
璽
を
伴
っ
て
お
り
、
尚
書
部
と
尚
書
部
長

官
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
王
は
、
多
く
の
文

書
を
王
璽
の
も
と
で
発
給
し
て
仕
事
を
命
じ
、
し
ば
し
ば
証
書
の

よ
う
な
重
要
な
文
書
の
認
証
の
た
め
に
も
王
璽
を
使
用
し
た
（
118
）
。
戦

時
に
は
、
王
璽
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
り
「
エ
ド
ワ
ー
ド
は
、
彼

の
家
政
や
軍
隊
と
同
じ
よ
う
に
、
戦
場
の
兵
舎
か
ら
王
国
全
体
を

支
配
し
た
」
の
で
あ
る
（
119
）
。

こ
の
よ
う
に
王
璽
の
使
用
が
拡
大
し
て
い
く
と
と
も
に
、
そ
れ

を
管
理
す
る
組
織
が
徐
々
に
確
立
し
て
い
っ
た
。
出
現
時
、
王
璽

を
抱
え
る
組
織
は
尚
書
部
と
比
べ
る
と
非
「
官
僚
制
的
」
で
あ
っ

た
。「
通
常
は
控
え
を
登
録
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
代
わ
り
に

羊
皮
紙
の
紐
に
分
厚
い
文
書
の
束
を
突
き
刺
し
て
保
管
し
た
（
120
）
」。

時
の
経
過
と
と
も
に
王
璽
の
組
織
が
中
央
行
政
の
「
情
報
集
散
機

関
」
へ
と
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
組
織
体
と
し
て
確
立
し

て
い
っ
た
（
121
）
。
こ
の
変
化
は
、
王
璽
を
付
し
て
発
給
さ
れ
る
文
書
の

形
式
に
注
目
す
る
こ
と
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
ョ
ン
王

と
ヘ
ン
リ
ー
三
世
の
時
、
王
璽
文
書
は
僅
か
な
点
を
除
き
国
璽
文

書
と
ほ
ぼ
同
じ
形
式
を
備
え
て
い
た
。
王
璽
は
「
必
要
時
に
国
璽

の
代
替
と
し
て
使
わ
れ
始
め
た
」
た
め
で
あ
る
（
122
）
。
王
璽
が
尚
書
部

の
管
理
下
か
ら
離
れ
、
そ
れ
自
体
の
目
的
の
た
め
に
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
時
期
に
な
る
と
、
王
璽
文
書
は

尚
書
部
文
書
か
ら
分
離
し
始
め
た
（
123
）
。
一
二
九
〇
年
頃
に
そ
の
変
化

の
一
つ
が
王
璽
文
書
の
言
語
の
変
化
と
し
て
見
ら
れ
、「
王
璽
に

よ
る
初
期
の
文
書
は
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
が
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一

世
の
治
世
後
期
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
124
）
」。

こ
の
よ
う
に
王
個
人
の
印
璽
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
王
璽
は
、

エ
ド
ワ
ー
ド
二
世
の
時
に
転
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

時
期
、
王
璽
と
そ
れ
を
管
理
す
る
納
戸
部
は
密
接
に
他
の
組
織
と

結
び
つ
い
て
い
た
た
め
、
王
に
と
っ
て
極
め
て
有
用
な
存
在
で
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
行
政
に
と
っ
て
、
王
璽
は
最
重
要
の
鍵
と
な

っ
て
い
た
（
125
）
。
こ
の
よ
う
な
王
璽
の
過
度
の
重
要
性
や
、
エ
ド
ワ
ー

ド
二
世
の
人
格
（
126
）
、
父
で
あ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
か
ら
引
き
継
い
だ

バ
ロ
ン
か
ら
の
不
満
と
い
っ
た
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
、
人
々
の

あ
い
だ
に
王
と
王
璽
に
対
す
る
敵
意
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
バ
ロ
ン
は
王
璽
の
使
用
を
制
限
し
よ
う
と
試
み
、
納
戸

部
か
ら
独
立
し
、
バ
ロ
ン
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
適
切
な
管
理
者

の
も
と
に
王
璽
は
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
一
三
一
一
年
の
改
革

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）
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勅
令
に
よ
っ
て
定
め
た
（
127
）
。
こ
の
規
定
は
主
に
司
法
手
続
き
に
お
け

る
王
璽
の
濫
用
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
お
り
、
な
お
か
つ
、
エ
ド

ワ
ー
ド
は
個
人
的
な
目
的
の
遂
行
の
た
め
に
王
璽
の
使
用
を
即
座

に
や
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
（
128
）
、
こ
の
出
来
事
は
王
璽
の
運
命

に
と
っ
て
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
。
王
璽
に
関
す
る
組
織
が
作

ら
れ
、
そ
れ
も
ま
た
「
宮
廷
外
」
に
出
て
行
っ
た
。
王
璽
の
管
理

者keeper
of

the
privy

seal

は
も
は
や
家
政
の
役
人
の
一
人
で

は
な
く
な
り
、
一
四
世
紀
の
終
わ
り
ま
で
に
は
尚
書
部
長
官
と
財

務
府
長
官treasurer

に
次
い
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
家
の
三
番

目
に
重
要
な
役
職
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
129
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
エ

ド
ワ
ー
ド
二
世
の
治
世
は
、
王
璽
の
「
王
個
人
の
印
璽
」
と
し
て

の
終
末
、
か
つ
、
国
家
の
公
の
装
置
化
の
始
ま
り
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
印
璽
の
複
数
化
と
王
の
家
政
か
ら
の
独
立
の
結
果
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
文
書
発
給
組
織
は
複
雑
な
形
態
を
持
つ
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
複
雑
さ
に
よ
る
弊
害
を
解
消
し
よ
う
と
、
エ
ド
ワ

ー
ド
二
世
の
治
世
に
単
一
の
大
尚
書
組
織
を
持
つ
フ
ラ
ン
ス
式
の

文
書
組
織
を
模
倣
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
失
敗
に
終

わ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
す
で
に
進
み
つ
つ
あ
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
に
独
特
で
複
雑
な
尚
書
制
度
、
す
な
わ
ち
複
数
の
文
書
組
織
を

有
す
る
制
度
へ
の
流
れ
が
決
定
的
と
な
っ
た
（
130
）
。
こ
の
文
書
発
給
の

形
態
で
は
、
王
と
彼
に
最
も
身
近
な
印
璽
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国

政
と
文
書
作
成
制
度
の
要
で
あ
っ
た
。
Ｖ
・
Ｈ
・
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス

が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
制
度
は
、
王
へ
と
の
し
か
か
る
絶
え
間
な

く
増
大
す
る
責
務
の
所
産
で
あ
り
、
議
会
的
・
政
治
的
な
制
限
に

も
か
か
わ
ら
ず
王
は
統
治
の
最
高
責
任
者
で
あ
り
続
け
た
（
131
）
。
最
初

は
王
の
唯
一
の
印
璽
で
あ
る
国
璽
が
、
次
い
で
王
璽
が
、
王
と
並

び
こ
の
制
度
の
中
心
で
あ
っ
た
。
両
印
璽
の
相
次
ぐ
「
国
家
化
」

に
よ
り
、
御
璽
が
王
に
最
も
身
近
な
位
置
を
占
め
、
王
の
意
思
を

表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
132
）
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
印
璽
と
文
書
作

成
部
の
複
数
・
独
立
化
は
、
王
に
か
か
る
制
限
と
、
国
家
の
長
で

あ
ろ
う
と
す
る
王
の
努
力
と
の
あ
い
だ
で
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
憲
政
史
、
そ
し
て
行
政
史
上
の
進
展
を
鮮
や
か

に
描
い
て
い
る
。

中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
印
章

中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
印
章
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
か
ら
の
影
響
を
受
け
、
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
示
し
た
。
一
五

世
紀
最
初
の
年
で
あ
る
一
四
〇
一
年
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
パ
ー

ラ
メ
ン
ト
で
制
定
さ
れ
た
法
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

以
下
の
こ
と
も
同
様
に
定
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て

の
バ
ロ
ン
と
、
王
か
ら
保
有
す
る
他
の
も
の
た
ち
は
、
王
に

史
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仕
え
る
た
め
に
自
身
の
印
章
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
法
に
従
う
義
務
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
印
章
を
持
た
な
い
も
の
は
い
か
な
る
も
の
も
、
司

法
長
官justiciar

の
面
前
で
の
起
訴
に
よ
り
、
赦
免
な
し
で

王
の
罰
へ
と
い
た
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
も
の

は
印
章seals
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
以
前
に
慣
習
と
な
っ

て
い
た
小
印signets
や
署
名
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
133
）
。

つ
ま
り
こ
の
時
ま
で
に
は
、
す
べ
て
の
王
の
臣
民
、
す
く
な
く
と

も
直
接
封
臣
は
、
自
身
の
印
章
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
、
以
下
で
概
観
し
よ
う
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
と
同
様
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
で
も
「
記
録
へ
の
信
頼
」
の
慣
習
が
少
し
ず
つ
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
っ
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
が
発
給
し
た
現
存
す
る
最
古

の
証
書
は
一
一
世
紀
末
の
ダ
ン
カ
ン
二
世
（
一
〇
九
四
年
）
に
さ

か
の
ぼ
り
、
そ
れ
に
は
印
璽
が
付
さ
れ
て
い
た
（
134
）
。
こ
れ
以
降
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
形
式
の
証
書
が
次
第
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
社
会
に
広
が

っ
て
い
き
、「
原
初
的
な
」
文
書
は
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
っ
た
（
135
）
。

証
書
の
中
の
文
言
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
尚
書
の
実
践
に
な
ら
っ

て
注
意
深
く
選
択
さ
れ
て
い
た
（
136
）
。
令
状w

rit

も
ま
た
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
か
ら
導
入
さ
れ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
ラ
テ
ン
語
に
近
い

「brieve

」
と
い
う
法
律
用
語
で
現
在
に
ま
で
至
っ
て
い
る
（
137
）
。
こ

の
進
展
の
初
期
の
段
階
で
は
、
ま
ず
は
王
や
教
会
の
周
辺
の
人
々

が
新
し
い
形
態
の
文
書
に
馴
染
ん
で
い
っ
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

低
地
地
方
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
も
の
た
ち
と
比
較
す
る
と
、
ゲ
ー

ル
文
化
圏
の
有
力
者
は
私
的
な
実
務
や
財
産
の
処
置
の
た
め
に
文

書
を
あ
ま
り
使
用
し
な
か
っ
た
が
（
138
）
、
一
三
世
紀
に
は
彼
ら
も
ま
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
証
書
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
139
）
。
こ
の
よ
う
に
、

一
三
世
紀
の
末
ま
で
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
有
力
者
や
土
地
保

有
者
た
ち
は
、
文
書
や
印
章
を
使
用
す
る
と
い
う
手
続
き
に
次
第

に
馴
染
ん
で
い
っ
た
。

こ
の
進
展
に
お
い
て
、
伝
統
社
会
で
必
要
と
さ
れ
た
物
理
的
な

モ
ノ
と
し
て
印
章
が
機
能
し
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
（
一
一
六
五

年
―
一
二
一
四
年
）
が
発
給
し
た
あ
る
文
書
が
、
そ
の
役
割
を
明

示
し
て
い
る
。
そ
の
文
書
の
主
部
は
「
余
が
与
え
、
余
の
印
璽
に

よ
っ
て
確
認
し
た
こ
と
を
汝
ら
は
知
る
べ
き
で
あ
るSciatis

m
e

dedisse
et

sigillo
m

eo
confirm

asse

」
と
い
う
文
言
で
始
ま
っ
て

い
る
（
140
）
。
通
常
の
書
式
「
余
の
こ
の
証
書
に
よ
っ
て
確
認
し
たhac

carta
m

ea
confirm

asse

」
と
比
べ
る
と
そ
の
違
い
は
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
の
例
外
が
含
意
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
当
該
の
確
認
行

為
は
印
璽
自
体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
処
置
を
認
証
し
て
い
た
の
は

た
ん
な
る
む
き
出
し
の
文
書
で
は
な
く
物
理
的
な
モ
ノ
と
し
て
の

印
章
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
（
141
）
。
こ
の
よ
う
な
「
記
録
へ
の
信
頼
」
化

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）
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の
進
展
は
一
三
世
紀
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
も
途
上
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
、
あ
る
決
定
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
証
書
が
書

か
れ
た
「
場
所
」
こ
そ
が
、
そ
の
場
所
で
作
ら
れ
た
文
書
そ
れ
自

体
よ
り
も
重
要
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
142
）
。

一
三
世
紀
末
に
な
る
と
、
す
べ
て
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
有
力

者
や
土
地
保
有
者
た
ち
が
彼
ら
自
身
の
印
章
を
持
っ
て
い
る
状
況

に
な
り
、
重
要
な
文
書
を
認
証
す
る
こ
と
や
、
彼
ら
の
忠
誠
を
確

認
す
る
た
め
に
印
章
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
二
つ
の

例
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
空
位
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
に

誰
が
就
く
か
が
裁
定
さ
れ
る
一
二
九
一
年
と
一
二
九
二
年
の
大
訴

訟G
reat

C
ause

の
手
続
き
の
中
で
主
宰
者
で
あ
る
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
は
、
承
認
を
示
す
た
め
に
こ
の
裁
き
に
関

す
る
文
書
に
印
章
を
付
す
こ
と
を
す
べ
て
の
土
地
保
有
者
に
対
し

て
要
求
し
た
（
143
）
。
一
二
九
六
年
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
の
関
係
が
悪

化
す
る
と
彼
は
そ
こ
へ
進
軍
し
、
征
服
を
締
め
く
く
る
に
際
し
て

「
忠
誠
を
認
め
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
印
章
が
付
さ
れ
た
文
書
を

差
し
出
す
よ
う
に
、
数
百
人
も
の
土
地
保
有
者
に
対
し
て
要
求
し

た
（
144
）」。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
外
交
関
係
は
、
一
三

世
紀
末
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
の
印
章
の
重
要
性
を
示
す
こ
と
に

な
っ
た
。

一
四
世
紀
初
頭
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
影
響
を
克
服
し
つ
つ

あ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
治
世
に
い
か
に
印
章
が
重
要
で
あ
っ
た

か
を
、
以
下
で
見
て
い
き
た
い
。
一
三
一
八
年
以
降
間
も
な
く
に

編
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
法
論
考
「
レ
ギ
ア
ム
・
マ
エ
ス
タ

ー
テ
ムR

egiam
M

ajestatem

」
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
（
145
）
。
そ

の
一
条
項
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
い
く
つ
か
の
印
章
と
同
一
の
印
章
に
よ
っ
て
認

証
さ
れ
た
他
の
令
状
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

こ
の
比
較
に
よ
っ
て
印
章
が
合
致
し
、
な
お
か
つ
、
異
な
っ

て
い
る
疑
い
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
な
ら
ば
、
通
常
は
そ
こ

で
締
め
く
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
印
章
が
疑
わ

れ
、
法
廷
に
お
け
る
比
較
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
な
い
場
合
、

そ
の
問
題
は
偽
造
と
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
争
い

com
bat

へ
と
至
る
こ
と
に
な
る
（
146
）
。

こ
の
規
定
は
、
文
書
の
真
正
性
を
確
認
す
る
た
め
に
印
章
が
決
定

的
だ
っ
た
と
示
し
て
い
る
（
147
）
。

こ
の
よ
う
な
法
原
則
が
印
章
の
役
割
を
述
べ
て
い
る
の
に
加
え
、

実
際
的
に
も
重
要
な
文
書
に
は
印
章
が
添
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
独
立
を

宣
言
す
る
た
め
に
教
皇
に
送
ら
れ
た
書
状
で
あ
る
ア
ー
ブ
ロ
ウ
ス

宣
言
が
一
三
二
〇
年
に
作
成
さ
れ
た
時
、
そ
れ
に
付
す
た
め
に
有

力
者
の
印
章
が
強
制
的
に
集
め
ら
れ
た
（
148
）
。
さ
ら
に
、
一
三
一
五
年

史
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の
王
位
継
承
に
関
す
る
規
定
の
よ
う
な
他
の
文
書
や
宣
言
も
ま
た
、

ロ
バ
ー
ト
一
世
の
正
統
性
を
示
す
た
め
に
王
の
政
府
の
側
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
真
正
さ
を
与
え
る
た
め
に
有
力
者
の
印

ハ
イ
ジ
ヤ
ツ
ク
さ
れ
た

章
が
し
ば
し
ば
「
乗
っ
と
ら
れ
た（

149
）
」。

こ
の
よ
う
な
特
に
重
要
な
文
書
だ
け
で
は
な
く
、
王
ロ
バ
ー
ト

に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
た
よ
り
一
般
的
な
文
書
の
い
く
つ
か
も
ま
た
、

そ
の
文
言
の
中
で
印
章
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
第
一
の
例
は
、

一
三
二
三
年
に
ス
ク
ー
ンScone

で
発
給
さ
れ
た
尚
書
部
長
官

に
対
す
る
命
令
で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
150
）
。

余
の
寵
愛
す
る
敬
虔
な
人
々
で
あ
る
ス
ク
ー
ン
の
大
修
道
院

長
と
修
道
会
の
証
書
か
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
が
敵
意
を
持

っ
て
印
章
を
無
惨
に
引
き
ち
ぎ
り
、
い
く
つ
か
は
完
全
に
持

ち
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
余
は
認
識
し
た
の
で
、
余
は

汝
に
以
下
の
こ
と
を
命
令
す
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
恩
寵
に

よ
り
ダ
ン
ブ
レ
イ
ンD

unblane

の
司
教
で
あ
る
モ
ー
リ
ス

と
汝
に
対
し
て
、
彼
ら
敬
虔
な
る
人
々
が
現
在
持
っ
て
い
る

証
書
と
文
書
を
精
査
し
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
適
切
な
形

式
でin

debita
form

a

余
の
チ
ャ
ペ
ル
か
ら
委
任
状
を
作

る
べ
し
。
ま
た
同
様
に
、
敵
に
よ
っ
て
完
全
に
持
ち
去
ら
れ

た
証
書
を
調
査
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
前
述
の
敬
虔
な
る

人
々
が
最
近
土
地
、
地
代
、
所
有
物
あ
る
い
は
特
権
を
正
当

に
そ
し
て
平
穏
に
享
受
し
専
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
汝
ら

が
判
断
す
る
こ
と
に
応
じ
て
、
そ
の
同
じ
も
の
に
つ
い
て
の

証
書
が
余
の
チ
ャ
ペ
ル
の
適
切
な
形
式
で
彼
ら
敬
虔
な
人
々

に
対
し
て
更
新
さ
れ
る
よ
う
に
汝
ら
は
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
命
令
は
、
印
章
を
欠
い
た
証
書
は
効
力
に
お
い
て
不
十
分
で

あ
り
、
王
の
チ
ャ
ペ
ル
の
、
す
な
わ
ち
尚
書
部
（
151
）
の
「
適
切
な
形
式

in
debita

form
a

」
で
更
新
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と

を
明
示
し
て
お
り
、
印
章
は
法
的
有
効
性
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ

と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
第
二
の
例
は
一
三
二
七
年
に
エ
ド
ワ
ー

ド
三
世
に
送
ら
れ
た
和
平
の
提
案
で
あ
る
（
152
）
。
そ
の
冒
頭
は
「
こ
れ

は
、
ロ
バ
ー
ト
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
の
国
璽
に
よ
っ
て
押
印
さ
れ

る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
」
で
始
ま
っ
て
い
る
（
153
）
。
こ
の
文

言
は
、
和
平
の
締
結
の
た
め
に
印
章
が
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
印
章
に
か
ん
す
る
言
及
が
提
案
の
最
初
に
な
さ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

文
書
形
式
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
ロ
バ
ー
ト
一

世
の
文
書
に
印
章
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
で
き
る
。
第

一
に
、
文
書
の
真
正
性
の
要
件
に
お
け
る
印
章
と
証
人
一
覧
と
の

関
係
性
で
あ
る
。
一
三
世
紀
に
は
す
べ
て
の
種
類
の
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
王
の
文
書
に
証
人
一
覧
が
記
載
さ
れ
た
の
に
対
し
、
ロ
バ
ー

ト
一
世
に
仕
え
る
書
記
は
文
書
の
う
ち
一
形
態
に
、
す
な
わ
ち
狭

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）

八
一
（
七
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五
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義
の
「
証
書
」
だ
け
に
証
人
一
覧
を
加
え
る
と
い
う
方
針
に
し
た
（
154
）
。

そ
の
結
果
、
開
封
書
状
の
よ
う
な
証
書
以
外
の
種
類
の
文
書
は

「
こ
の
こ
と
の
証
明
と
し
て
こ
の
余
の
書
状
が
永
続
的
に
開
封
し

て
作
ら
れ
る
よ
う
に
余
は
命
じ
た
」
の
よ
う
な
認
証
定
式
の
み
を

持
つ
よ
う
に
な
り
、
証
人
は
記
載
さ
れ
な
く
な
っ
た
。「
印
章
が

処
置
を
補
強
す
る
か
確
認
し
、
文
書
の
作
成
を
完
遂
さ
せ
た
」
の

で
あ
る
（
155
）
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
す
べ
て
の
形
態

の
文
書
に
証
人
が
記
載
さ
れ
た
。
狭
義
の
証
書
に
は
証
人
一
覧
が

記
さ
れ
、
開
封
書
状
と
封
緘
書
状
に
は
一
二
四
〇
年
頃
か
ら
中
世

の
終
わ
り
ま
で
「
王
自
身
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
たT

este
m

e

ipso （
156
）
」。
こ
の
違
い
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
印
章
が
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
で
は
証
人
が
、
文
章
の
真
正
性
に
対
し
て
よ
り
重
要
視

さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
（
157
）
。
第
二
に
、
印
章
の
付
さ
れ
方

が
、
印
章
そ
れ
自
体
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。
文
書
を
清
書
す

る
筆
跡
が
多
様
で
あ
る
の
に
比
べ
る
と
、
印
章
は
極
め
て
一
様
に

文
書
に
付
さ
れ
て
い
る
（
158
）
。
文
書
に
王
の
印
璽
を
付
し
て
も
ら
う
と

い
う
こ
と
が
、
そ
れ
を
認
証
す
る
た
め
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
手
段

で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、「
印
章
は
、
名
前
が
記
載
さ
れ
た
主
体

者
と
書
か
れ
た
文
書
が
分
か
ち
が
た
く
か
つ
永
続
的
に
結
び
つ
い

て
い
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
求
に
対
す
る
回
答
で
あ
っ
た
（
159
）
」。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
王
ロ
バ
ー
ト
の
名
の

下
で
発
給
さ
れ
た
文
書
に
と
っ
て
印
璽
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、

す
べ
て
の
文
書
に
は
、
国
璽
、
あ
る
い
は
次
に
見
る
王
璽
の
、
い

ず
れ
か
の
印
璽
が
付
さ
れ
て
い
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
璽

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
王
璽
の
歴
史
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
よ
り
も

は
る
か
に
遅
れ
て
始
ま
っ
た
。
一
三
世
紀
半
ば
以
降
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
王
が
王
璽
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
そ
の
世

紀
の
証
拠
は
三
件
の
事
例
と
し
て
の
み
現
存
し
て
い
る
。
ア
レ
ク

サ
ン
ダ
ー
三
世
の
二
件
（
一
二
七
二
年
と
一
二
七
八
年
）
と
ジ
ョ

ン
・
ベ
イ
リ
ア
ル
の
一
件
で
あ
る
（
一
二
九
四
年
（
160
）
）。
一
四
世
紀

の
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
治
世
に
な
っ
て
初
め
て
、
王
璽
が
日
々
の
行

政
で
繰
り
返
し
使
わ
れ
始
め
た
証
拠
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
（
161
）
。

ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
璽
の
証
拠
に
つ
い
て
現
時
点
で
わ
か
っ
て

い
る
こ
と
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
一
四
世
紀
の
登
録
簿
で
は
「
王

璽
を
付
し
て
発
給
さ
れ
た
」
と
い
っ
た
記
述
に
よ
っ
て
文
書
が
分

類
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
王
か
ら
発
給

さ
れ
た
す
べ
て
の
文
書
に
い
ず
れ
か
の
印
璽
が
付
さ
れ
て
い
た
に

せ
よ
、
文
書
が
国
璽
と
王
璽
の
ど
ち
ら
に
よ
り
発
給
さ
れ
た
か
ど

う
か
は
、
他
の
手
が
か
り
を
頼
り
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

史
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い
。
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
文
書
を
編
集
し
た
ダ
ン
カ
ン
は
、
文
書
が

王
璽
に
よ
り
発
給
さ
れ
た
と
判
断
し
て
も
よ
い
五
つ
の
規
準
を
列

挙
し
て
い
る
（
162
）
。

１
�
認
証
定
式
に
お
い
て
王
璽
が
言
及
さ
れ
て
い
る
文
書
（
例

「
こ
の
こ
と
の
証
拠
と
し
て
こ
の
文
書
に
余
の
王
璽
を
付

け
さ
せ
たIn

cuius
rei

testim
onium

presentibus
sigil-

lum
nostrum

priuatum
fecim

us
apponi

」）

２
�
終
末
定
式
に
お
い
て
王
璽
が
言
及
さ
れ
て
い
る
文
書
（
例

「
余
の
王
璽
の
も
と
で
与
え
ら
れ
るD

at’sub
sigillo

nos-

tro
priuato

」）

３
�
王
璽
は
文
面
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
実
際

に
王
璽
の
刻
印
が
残
っ
て
い
る
原
本
と
し
て
存
在
す
る
文

書

４
�
尚
書
部
長
官
に
宛
て
ら
れ
た
文
書

５
�
認
証
形
式
が
な
く
、
終
末
定
式
に
お
い
て
発
給
地
と
日
時

が
「（
場
所
）
で
与
え
ら
れ
るD

at

（um

）apud

」
の
後

に
続
く
文
書

こ
の
五
つ
の
規
準
に
し
た
が
う
と
、
四
九
通
の
文
書
が
王
璽
を
付

し
て
発
給
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
四
九
通
は
、
原
本
で

残
存
す
る
も
の
と
何
ら
か
の
複
写
の
形
で
残
存
す
る
も
の
の
両
方

が
混
じ
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
四
七
通
は
発
給
日
が
記
載
さ
れ
て

お
り
、
残
り
の
二
通
（N

o.385

、N
o.415

）
は
記
載
さ
れ
て
い

な
い
。

ダ
ン
カ
ン
は
、
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
治
世
に
王
璽
を
付
し
た
文
書

は
、
次
の
四
つ
の
目
的
の
た
め
に
使
わ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
（
163
）
。
第

一
に
、
財
務
や
家
政
に
関
連
す
る
行
政
の
た
め
に
、
第
二
に
、
国

璽
に
よ
る
文
書
を
発
給
す
る
権
限
付
与
の
た
め
の
手
段
の
一
つ
と

し
て
、
第
三
に
、
権
利
や
財
産
を
授
与
す
る
た
め
に
、
第
四
に
、

外
交
や
個
人
的
な
通
信
の
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
ダ
ン
カ
ン
は
ロ

バ
ー
ト
一
世
期
の
印
璽
の
特
徴
の
う
ち
、
特
に
重
要
な
二
点
を
強

調
し
て
い
る
。
第
一
に
、
王
璽
を
付
し
て
発
給
さ
れ
た
文
書
に
よ

る
授
与
は
、
王
が
個
人
的
に
合
意
し
た
も
の
の
記
録
で
あ
っ
た
と

彼
は
述
べ
る
。
そ
の
理
由
は
、
そ
の
よ
う
な
授
与
の
文
書
に
「
証

書
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
な
い
た
め
で
あ
る
。「
王
璽
は

個
人
的
な
印
璽
で
あ
り
、
公
的
な
特
徴
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
命

令
に
添
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
個
人
的
な
も
の

と
し
て
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
彼
は
結
論
づ
け
て
い

る
（
164
）。
第
二
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の

国
璽
と
そ
れ
を
管
理
す
る
文
書
作
成
部
門
が
王
を
離
れ
る
傾
向
に

あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
代
わ
り
に
王
は
王
璽
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
を
ダ
ン
カ
ン
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
理
由
は
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
タ
ウ
ト
が
説
明
す
る
よ
う
な
王
と
有
力
者
と

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）

八
三
（
七
一
七
）



の
対
立
に
よ
る
憲
政
的
な
発
展
に
よ
る
結
果
で
は
な
く
、
ロ
バ
ー

ト
の
治
世
が
主
に
戦
時
で
あ
り
、
文
書
作
成
部
門
は
「
王
の
家
政

を
去
り
、
王
よ
り
ゆ
っ
く
り
と
国
を
巡
回
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」

た
め
で
あ
る
と
、
よ
り
実
際
的
な
理
由
を
ダ
ン
カ
ン
は
挙
げ
て
い

る
（
165
）。し

か
し
、
す
べ
て
の
歴
史
家
が
こ
の
時
期
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

の
行
政
と
印
璽
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
ダ
ン
カ
ン
の
見
解
に
同
意

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
Ａ
・
グ
ラ
ン
ト
の
研
究
は
、

国
璽
が
尚
書
部
長
官
の
も
と
に
常
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
王

だ
け
で
な
く
彼
も
ま
た
王
璽
を
使
用
し
た
と
し
て
、
ダ
ン
カ
ン
の

意
見
と
の
顕
著
な
違
い
を
示
し
て
い
る
。
ほ
か
に
も
グ
ラ
ン
ト
に

よ
れ
ば
、
王
璽
は
、
重
要
で
あ
る
が
短
命
で
あ
る
行
政
文
書
を
発

給
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、
全
文
書
作
成
行
政
の

長
で
あ
る
尚
書
部
長
官
は
（
王
の
評
議
会
の
構
成
員
と
し
て
常
に

国
璽
を
保
持
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
）
王
璽
を
使
っ
て
国

璽
の
使
用
の
た
め
の
指
示
を
送
っ
た
と
し
て
、
ダ
ン
カ
ン
と
は
か

な
り
異
な
っ
た
文
書
作
成
の
過
程
を
描
い
て
い
る
（
166
）
。
ま
た
、
Ｍ
・

ペ
ン
マ
ン
は
、
国
璽
が
王
か
ら
離
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
を
強

調
す
る
ダ
ン
カ
ン
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
が
よ
り
多
く
の
機
会
に
同

時
に
存
在
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
167
）
。

こ
の
よ
う
に
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
璽
使
用
の
実
践
は
研
究
者
に

解
釈
の
余
地
を
与
え
て
い
る
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
の
印
璽
全

般
に
つ
い
て
一
見
し
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら

の
影
響
で
あ
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
印
璽
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

影
響
の
関
係
性
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
材

料
が
存
在
す
る
。「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
の
家
政T

he
Scottish

K
ing’s

H
ousehold

」
と
呼
ば
れ
る
論
考
で
あ
る
（
168
）
。
ノ
ル
マ
ン
・

フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
こ
の
文
書
は
、
尚
書
部
長
官
や
侍
従
長

cham
berlain

と
い
っ
た
王
の
家
政
の
構
成
員
の
役
割
に
つ
い
て

記
述
し
て
い
る
。
一
四
世
紀
の
前
半
に
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
雑
多
な
材
料
を
選
集
し
た
書
物
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
の

文
書
の
起
源
は
、
ま
だ
十
分
に
意
見
の
一
致
を
見
て
い
な
い
（
169
）
。
し

か
し
、
多
く
の
歴
史
家
が
そ
の
起
源
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
初
め
て
こ
の
文
書
を
編
集
し
た
Ｍ
・
ベ
イ
ト
ゥ
ソ
ン
は
、

一
三
〇
五
年
に
作
成
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
（
170
）
。
バ
ロ
ウ
は
、
ジ
ョ

ン
・
ベ
イ
リ
ア
ル
の
王
位
期
間
で
あ
る
一
二
九
二
年
か
ら
一
二
九

六
年
ま
で
に
彼
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
（
171
）
。

ダ
ン
カ
ン
も
ま
た
同
様
に
、
一
二
九
二
年
頃
に
ベ
イ
リ
ア
ル
の
た

め
の
手
引
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
み
な
し
、
そ
の
中
身
は
一
三
世

紀
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
実
践
に
則
っ
て
い
る
と
考
え
、
そ
の
時
期

の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
行
政
の
実
態
を
叙
述
す
る
た
め
に
こ
の
文

書
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
（
172
）
。
一
三
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
主

史
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な
研
究
対
象
と
す
る
Ｄ
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
は
最
近
の
研
究
の
中
で
、

こ
の
文
書
は
一
二
五
〇
年
台
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
国
政
改
革
運

動
の
理
念
を
反
映
し
て
お
り
、
そ
の
作
成
者
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人

か
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
実
践
を
よ
く
知
り
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の

行
政
に
関
与
し
た
ア
ン
グ
ロ
・
ス
コ
テ
ィ
シ
ュ
の
書
記
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
（
173
）
。
こ
の
よ
う
な
起
源
の
不
確
か
さ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
文
書
の
真
正
性
自
体
が
疑
わ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
多
く
の
中
世
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
家
が
行
政
実
践
を
描
く
た

め
に
こ
の
文
書
を
用
い
て
い
る
（
174
）
。
こ
の
文
書
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

か
ら
の
影
響
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
の
行
政
に
お
け
る
印
璽
の
使

用
に
つ
い
て
の
考
察
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
間
違
い

な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
文
書
の
尚
書
部
長
官
に
つ
い
て
の
項
目
が
印
璽
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、﹇
家
政
の
﹈
第
一
は
尚
書
部
長
官
で
あ
る
。﹇
彼

は
﹈
賢
く
、
適
格
で
あ
り
思
慮
分
別
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、

王
の
評
議
会
の
長
と
し
て
、
富
む
も
の
に
も
貧
し
き
も
の
に

も
公
平
な
も
の
で
あ
り
、
尚
書
部
の
書
式
を
知
っ
て
い
る
べ

き
で
あ
り
、
土
地
の
法
を
知
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
王
が

望
む
と
き
に
は
、
王
に
忠
実
に
か
し
ず
く
べ
き
で
あ
る
。
そ

う
で
な
い
と
き
は
、
王
の
命
令
に
従
い
、
人
々
に
と
っ
て
適

切
な
場
所
、
あ
る
い
は
都
合
の
良
い
場
所
に
い
る
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
令
状
に
対
す
る
印
璽
の
た
め
の
古

く
か
ら
の
報
酬
が
取
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
超
え
る
と
、

王
の
奉
公
を
永
遠
に
失
う
と
い
う
処
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
当
然
令
状
以
外
は
、
王
の
王
璽
の
特
別
な
命
令

な
し
で
は
、
尚
書
部
か
ら
令
状
が
発
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

い
。
王
璽
は
、
王
国
の
最
も
賢
く
思
慮
分
別
を
持
つ
誰
か
に

よ
っ
て
運
ば
れ
保
管
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
職
は
、
上

手
く
治
め
ら
れ
れ
ば
、
国
璽
の
鍵
と
な
り
、
そ
し
て
安
全
弁

と
な
り
、
宮
廷
内
で
生
じ
る
恐
れ
の
あ
る
王
と
バ
ロ
ン
と
の

あ
い
だ
の
す
べ
て
の
過
ち
の
抑
止
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

尚
書
部
長
官
は
、
理
に
適
っ
て
求
め
ら
れ
る
数
の
書
記
官
を
、

彼
の
下
に
持
つ
こ
と
に
な
る
（
175
）
。

こ
の
項
で
述
べ
ら
れ
る
、
国
璽
を
保
持
す
る
尚
書
部
長
官
が
王
の

も
と
を
離
れ
る
傾
向
に
あ
る
点
（
176
）
、
代
わ
り
に
王
は
信
頼
の
置
け
る

人
物
の
管
理
下
に
あ
る
王
璽
を
用
い
た
点
、
さ
ら
に
、
尚
書
部
は

何
ら
か
の
種
類
の
文
書
を
発
給
す
る
た
め
に
王
璽
に
よ
る
命
令
を

必
要
と
し
た
点
は
、
上
で
示
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
実
践
と
ほ
ぼ

完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
が
ロ
バ
ー
ト
一
世
治
下
の
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
に
よ
っ
て
行
政
実
践
の
模
範
と
し
て
参
照
さ
れ

た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
影
響
を
受

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）

八
五
（
七
一
九
）



け
て
作
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
の
文
書
が
示
す
よ
う
に
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
人
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
の
印
璽
の
実
践
を
認
識
し
て
お

り
、
彼
ら
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
実
践
を
念
頭
に
置
き
、
日
々
の
行

政
上
の
仕
事
を
遂
行
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
（
177
）
。

以
上
で
概
観
し
て
き
た
印
章
・
印
璽
を
踏
ま
え
、
次
稿
で
ロ
バ

ー
ト
一
世
の
王
璽
を
検
討
す
る
。
本
研
究
が
注
目
す
る
最
も
重
要

な
点
は
、
彼
の
治
世
を
通
じ
て
文
書
発
給
の
過
程
と
王
璽
の
使
用

法
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
既
存
の
研
究
に

よ
っ
て
見
逃
さ
れ
て
き
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
王
の
印
璽
の
使
用
の
変
化
は
、
そ
の
憲
政
と
行
政
の
重
要
な

転
機
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
。
次
稿
に
続
く
研
究
は
、
ロ
バ
ー

ト
の
治
世
の
あ
い
だ
の
王
璽
の
使
用
法
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
変
化
が
意
味
す
る
こ
と
を
考
察
す
る
。

註（
１
）
こ
の
論
文
で
は
、
印
章
と
い
う
一
般
的
な
用
語
に
対
し
て
、
王

の
そ
れ
を
指
し
示
す
と
き
に
限
り
印
璽
と
い
う
語
を
用
い
る
。
ま

た
、
従
来
よ
く
使
わ
れ
て
き
た
国
璽the

great
seal

、
王
璽the

privy
seal

、
御
璽the

signet

（
あ
る
い
はthe

secret
seal

）
と

い
う
用
語
は
、
王
や
そ
れ
に
類
す
る
も
の
だ
け
が
そ
れ
ら
を
所
有

し
て
い
た
こ
と
に
則
し
た
訳
語
で
あ
り
、
こ
の
論
文
で
は
必
ず
し

も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
が
、
引
き
続
き
そ
れ
ら
の
用
語
を
採
用
す
る
。

用
語
の
決
定
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
考
と
し
た
。
Ｓ
・

Ｂ
・
ク
ラ
イ
ム
ズ
『
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
行
政
史
概
説
』（
小
山
貞

夫
訳
、
創
文
社
、
一
九
八
五
年
）。
岡
崎
敦
「
中
世
末
期
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
国
家
行
政
と
王
印
璽
」『
西
欧
中
・
近
世
に
お
け
る
国
家

の
統
治
構
造
と
機
能
（
平
成
一
五
―
一
七
年
度
科
学
研
究
補
助
金

研
究
成
果
報
告
書
（
研
究
代
表
者
神
寳
秀
夫
））』（
二
〇
〇
六
年
）、

二
二
―
三
〇
頁
。

（
２
）

D
ocum

ents
ofthe

B
aronial

M
ovem

ent
ofR

eform
and

R
e-

bellion
1258

�1267
,selected

by
R

.F.T
reharne,ed.by

I.J.
Sanders,O

xford
M

edieval
T

exts

（O
xford

:O
xford

U
niver-

sity
Press,1973

）,pp.103,107
;Stubbs,Select

C
harters,

pp.
380,

384

�5.
C

f.
L

.
B

.
D

ibben,
‘C

hancellor
and

K
eeper

of
the

Seal
under

H
enry

III’,
E

nglish
H

istorical
R

eview
,

27

（1912

）,pp.39

�51
;R

.
F

.
T

reharne,
‘A

n
U

nauthorized
U

se
of

the
G

reat
Seal

under
the

Provisional
G

overnm
ent

in
1259’,E

nglish
H

istorical
R

eview
,40

（1925

）,pp.403

�11.

邦

訳
の
た
め
に
次
の
文
献
を
一
部
参
考
と
し
た
。「
諸
侯
の
国
政
改
革

運
動
」（
吉
武
憲
司
訳
）『
西
洋
中
世
史
料
集
』（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世

史
研
究
会
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、
一
一
〇
頁
。

（
３
）

D
ibben,‘C

hancellor
and

K
eeper’,p.

51
;S.

B
.

C
hrim

es,
A

n
Introduction

to
the

A
dm

inistrative
H

istory
of

M
edieval

E
ngland

,3rd
edn

（O
xford

:B
asilB

lackw
ell,1966

）,p.128.
（
４
）
「
憲
政
」
よ
り
も
「
国
制
」
と
い
う
用
語
の
ほ
う
が
適
切
か
も

し
れ
な
い
が
、
本
論
文
で
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
と
比
較
し
た
時

の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
の
独
自
性
を
鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
特
に
二

〇
世
紀
中
頃
ま
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
特
定
の
歴
史
叙
述

史

学
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に
つ
い
て
は
「
憲
政
」
を
用
い
る
。

（
５
）

W
illiam

Stubbs,
C

onstitutional
H

istory
of

E
ngland

:
in

its
O

rigin
and

D
evelopm

ent,3
vols

:vol.
1,

6th
edn

;vol.
2,

4th
edn

;vol.3,5th
edn

（O
xford

:C
larendon

Press,
1897

�

1903
）,passim

.

（
６
）

T
.

F
.

T
out,

C
hapters

in
the

A
dm

inistrative
H

istory
of

M
edieval

E
ngland

:
the

W
ardrobe,

the
C

ham
ber

and
the

Sm
all

Seals,
6

vols
（M

anchester
:M

anchester
U

niversity
Press,

1920

�1933
）,passim

,
esp.

i,
pp.

121

�57,
206

�13,
284

�317
;ii,

pp.
36

�38,
78

�85,
282

�313.
M

aurice
K

een
,

‘E
nglish

PoliticalH
istory

of
the

Late
M

iddle
A

ges,1272

�c.
1520’,

A
C

entury
of

B
ritish

M
edieval

Studies,
ed.

by
A

lan
D

eyerm
ond

（O
xford

:B
ritish

A
cadem

y
by

O
xford

U
niver-

sity
Press,2007

）,pp.51

�69,at
p.53.

（
７
）

B
.

W
ilkinson

,
Studies

in
the

C
onstitutional

H
istory

of
the

T
hirteenth

and
F

ourteenth
C

enturies,
2nd

edn

（M
an-

chester
:M

anchester
U

niversity
Press,1952

）,pp.
238

�44
;

John
H

.
T

ruem
an,

‘T
he

Privy
Seal

and
the

E
nglish

O
rdi-

nances
of

1311’,
Speculum

,
31

（1956

）,pp.
611

�25
;C

h
.

Petit-D
utaillis

and
G

eorges
Lefebvre

,
Studies

and
N

otes
Supplem

entary
to

Stubbs’s
C

onstitutional
H

istory

（M
an-

chester
:M

anchester
U

niversity
Press,1930

）,pp.377

�78.

（
８
）

T
out,C

hapters,i,pp.5

�6.

（
９
）
例
え
ば
次
の
よ
う
な
概
説
は
す
で
に
い
く
つ
か
著
さ
れ
て
い
る
。

R
.

K
.

H
annay,

‘T
he

E
arly

H
istory

of
the

Scottish
Signet’,

in
T

he
Society

of
W

riters
to

H
is

M
ajesty’s

Signet

（E
din-

burgh
:T

.and
A

.C
onstable,1936

）,pp.3

�51.

（
１０
）

G
rant

G
.

Sim
pson

,
‘K

ingship
in

M
iniature

:A
Seal

of
M

inority
of

A
lexander

III,
1249

�1257’,
in

M
edieval

Scot-
land

:C
row

n
,

Lordship
and

C
om

m
unity

:
E

ssays
Presented

to
G

.
W

.
S.

B
arrow

,
ed.

by
A

lexander
G

rant
and

K
eith

J.
Stringer

（E
dinburgh

:E
dinburgh

U
niversity

Press,
1993

）,
pp.

129

�39.
C

f.
T

he
A

cts
of

A
lexander

III
K

ing
of

Scots,
1249

�1286
,

ed.
by

C
ynthia

J.
N

eville
and

G
rant

G
.

Sim
p-

son,
R

egesta
R

egum
Scottorum

,
4

pt1

（
以
下
でR

R
S

4

�1

と

し
て
参
照
）
（E

dinburgh
:

E
dinburgh

U
niversity

Press
,

2012

）,pp.
30

�34
;P

.
D

.
A

.
H

arvey
and

A
ndrew

M
cG

uin-
ness,

A
G

uide
to

B
ritish

M
edieval

Seals

（London
:T

he
B

ritish
Library

and
Public

R
ecord

O
ffice,1996

）,p.31.

（
１１
）

C
olin

K
idd,U

nion
and

U
nionism

s
:Political

T
hought

in
Scotland

1500

�2000

（C
am

bridge
:C

am
bridge

U
niversity

Press,2008

）,pp.138

�41.

（
１２
）
こ
の
よ
う
な
ロ
バ
ー
ト
一
世
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
叙
述
と
し

て
、
次
の
文
献
の
該
当
部
分
を
要
約
し
た
。
青
山
吉
信
（
編
）『
世

界
歴
史
大
系
イ
ギ
リ
ス
史
一
先
史
〜
中
世
』（
山
川
出
版
社
、
一
九

九
一
年
）、
三
五
五
―
九
頁
。

（
１３
）

G
.

W
.

S
.

B
arrow

,
‘R

obert
I

（1274

�1329

）’,
in

O
xford

D
ictionary

of
N

ational
B

iography

（O
xford

U
niversity

Press,2004

）.
（
１４
）

B
ruce

W
ebster,

‘John
of

Fordun
and

the
Independent

Identity
of

the
Scots’,

in
M

edieval
E

uropeans
:Studies

in
E

thnic
Identity

and
N

ational
Perspectives

in
M

edieval

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）

八
七
（
七
二
一
）



E
urope,

ed.
by

A
lfred

P
.

Sm
ith

（H
oundm

ills
:M

acm
illan

Press,
1998

）,pp.
85

�102,
at

pp.
93,

99.
Stephen

B
oard-

m
an,

‘C
hronicle

Propaganda
in

Fourteenth-C
entury

Scot-
land

:R
obert

the
Stew

ard,John
of

Fordun
and

the
‘A

nony-
m

ous
C

hronicle’’,
in

Scottish
H

istorical
R

eview

（
以
下
で

SH
R

と
し
て
参
照
）,76

（1997

）,pp.23

�43.

（
１５
）

John
of

F
ordun

’s
C

hronicle
of

the
Scottish

N
ation

,
ed

.
by

W
.F.Skene,tr.

by
F

.
J.

H
.

Skene

（E
dinburgh,

1872

）,
pp.330

and
345.

（
１６
）

W
ebster,‘Fordun’,p.85.

（
１７
）

E
van

M
.

B
arron,

T
he

Scottish
W

ar
of

Independence
:A

C
ritical

Study,2nd
edn

（Inverness
:R

.
C

arruthers
&

Sons,
1934

）.C
ited

from
p.478.

（
１８
）

M
atthew

H
am

m
ond,

‘E
thnicity

and
the

W
riting

of
M

e-
dievalScottish

history’,SH
R

,85

（2006
）,pp.1

�27,at
pp.1,

14.

（
１９
）

G
.

W
.

S.
B

arrow
,

R
obert

B
ruce

and
the

C
om

m
unity

of
the

R
ealm

ofScotland
,

E
dinburgh

C
lassic

edn,
w

ith
an

In-
troduction

by
M

ichael
B

row
n

（E
dinburgh

:
E

dinburgh
U

niversity
Press,2013

）.

こ
れ
に
加
え
て
、
彼
の
初
期
の
著
作

で
あ
る
『
封
建
的
ブ
リ
テ
ンF

eudal
B

ritain

』
で
は
、
一
〇
六

六
年
か
ら
バ
ノ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
一
三
一
四
年
ま
で
が
扱
わ
れ
、
彼

は
「
バ
ノ
ッ
ク
バ
ー
ン
が
中
世
後
期
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
国
の

存
在
を
可
能
と
さ
せ
た
」
と
述
べ
て
い
る
�G

.W
.S.B

arrow
,

F
eudal

B
ritain

:T
he

C
om

pletion
of

the
M

edieval
K

ingdom
s

1066

�1314

（London
:E

dw
ard

A
rnold,1956

）,p.408.

（
２０
）

T
he

A
cts

ofR
obert

I
K

ing
ofScots,

1306

�1329
,ed.by

A
.

A
.M

.D
uncan,R

egesta
R

egum
Scottorum

,5

（
以
下
でR

R
S5

と
し
て
参
照
）（E

dinburgh
:

E
dinburgh

U
niversity

Press,
1988

）,no.41.

（
２１
）

M
ichael

B
row

n
,

B
annockburn

:
T

he
Scottish

W
ar

and
the

B
ritish

Isles,
1307

�1323

（E
dinburgh

:E
dinburgh

U
ni-

versity
Press,2008

）,pp.185

�89.

Ｍ
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
こ
の
定
め

をR
R

S5

のN
o.44

と
し
て
参
照
し
て
い
る
が
、N

o.41

が
正
し

い
。

（
２２
）

B
row

n,B
annockburn

,pp.176

�77.

（
２３
）

B
row

n,
B

annockburn
,

pp.
179

�85.
C

f.
R

anald
N

ichol-
son

,
‘A

Sequel
to

E
dw

ard
B

ruce’s
Invasion

of
Ireland’,

SH
R

,42

（1963

）,pp.30

�40.

（
２４
）

C
olm

M
cN

am
ee

,
T

he
W

ars
of

the
B

ruces
:

Scotland
,

E
ngland

and
Ireland

1306

�1328

（E
ast

Linton
:T

uckw
ell

Press,1997

）,pp.66

�67.

（
２５
）

A
lan

Y
oung

,
R

obert
the

B
ruce’s

R
ivals

:
T

he
C

om
yns,

1212

�1314

（E
dinburgh

:T
uckw

ellPress,1997

）,p.209.

（
２６
）

N
orm

an
R

eid,
‘T

he
Political

R
ole

of
the

M
onarchy

in
Scotland,1249

�1329’

（unpublished
PhD

thesis,
U

niversity
of

E
dinburgh,1984

）,pp.354

�56.

（
２７
）
引
用
は
次
の
文
献
か
ら
�G

rant
G

.Sim
pson,‘T

he
D

ecla-
ration

of
A

rbroath
revitalised’,SH

R
,56

（1977

）,pp.
11

�33,
at

p.11.

（
２８
）

A
.

A
.

M
.

D
uncan,

‘T
he

M
aking

of
the

D
eclaration

of
A

rbroath’,in
T

he
Study

ofM
edieval

R
ecords:E

ssays
in

hon-

史

学

第
八
五
巻

第
四
号

八
八
（
七
二
二
）



our
of

K
athleen

M
ajor,

ed.
by

D
.

A
.

B
ullough

and
R

.
L

.
Storey

（O
xford

:C
larendon

Press,1971

）.
（
２９
）

D
uncan,‘M

aking
of

D
eclaration’,p.188.

（
３０
）

Sim
pson,

‘D
eclaration

revitalised’,
p.

26.
R

R
S

5

の
「
書

記
Ａ
」
が
ア
ー
ブ
ロ
ウ
ス
宣
言
を
清
書
し
た
�R

R
S5

,p.174.

シ

ン
プ
ソ
ン
は
宣
言
の
作
者
と
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
キ
ニ
ン
マ

ン
スA

lexander
K

ininm
onth

と
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ト
ゥ
イ
ン
ホ
ー

ムW
alter

T
w

ynholm

の
二
人
の
候
補
を
挙
げ
て
い
る
。

（
３１
）

G
rant

G
.Sim

pson,‘T
he

D
eclaration

of
A

rbroath
:W

hat
Significance

W
hen?’,

in
T

he
D

eclaration
of

A
rbroath

:H
is-

tory,
Significance,

Setting,
ed.

by
G

eoffrey
B

arrow

（E
din-

burgh
:Society

of
A

ntiquaries
of

Scotland,2003

）,pp.
108

�

15,at
p.108.

（
３２
）

T
he

R
ecords

of
the

Parliam
ents

of
Scotland

to
1707

（
以

下
でR

PS

と
し
て
参
照
）,ed.by

K
.M

.B
row

n
et

al

（St
A

n-
drew

s,2007

�2011

）,D
ate

accessed
:1

A
pril

2015,
1320/4/

1.

（
３３
）

T
erry

B
rotherstone

and
D

avid
D

itchburn,
‘1320

and
A

’
T

hat:T
he

D
eclaration

of
A

rbroath
and

the
R

em
aking

of
Scottish

H
istory’,

in
F

reedom
and

A
uthority,

Scotland
c.

1050

�1650
:

H
istorical

and
H

istoriographical
E

ssays
pre-

sented
to

G
rant

G
.

Sim
pson

,
ed

.
by

T
erry

B
rotherstone

and
D

avid
D

itchburn

（E
ast

Linton
:T

uckw
ellPress,

2000

）,
pp.10

�31,at
p.21.

（
３４
）

Sim
pson,‘D

eclaration
revitalised’,p.24.

（
３５
）
わ
が
国
の
「
イ
ギ
リ
ス
史
」
学
界
に
お
け
る
こ
の
宣
言
の
理
解

は
、
こ
こ
半
世
紀
ほ
ど
の
主
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
研
究

が
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。『
世
界
歴
史
大
系
イ
ギ
リ
ス
史
一
先

史
〜
中
世
』、
三
五
七
―
五
八
頁；

近
藤
和
彦
（
編
）『
イ
ギ
リ
ス

史
研
究
入
門
』（
山
川
出
版
、
新
版
、
二
〇
一
〇
年
）、
六
九
、
七

二
頁
。

（
３６
）

B
arrow

,
R

obert
B

ruce
,

p
.

389
;M

ichael
B

row
n

,
T

he
W

ars
ofScotland

1214

�1371

（E
dinburgh

:E
dinburgh

U
ni-

versity
Press,2004

）,pp.219

�20.

（
３７
）

A
.

A
.

M
.

D
uncan

,
‘T

he
W

ar
of

the
Scots,

1306

�23’,
T

ransactions
of

the
R

oyal
H

istorical
Society,

6th
Series,

2

（1992

）,pp.125

�51.

（
３８
）

D
uncan,‘W

ar
of

Scots’,p.129.

（
３９
）

M
ichael

Penm
an,

‘A
fell

coniuracioun
agayn

R
obert

the
douchty

king
:the

Soules
conspiracy

of
1318

�1320’,
Innes

R
eview

,50

（1999

）,pp.
25

�57.
A

m
anda

G
.

B
eam

,
T

he
B

al-
liol

D
ynasty

1210

�1364

（E
dinburgh

:John
D

onald,
2008

）,
pp.205

�9.

（
４０
）

D
uncan,

‘M
aking

of
D

eclaration’,
p.

130.
C

f.
R

oland
J.

T
anner,

‘C
ow

ing
the

C
om

m
unity?

C
oercion

and
Falsifica-

tion
in

R
obert

B
ruce’s

Parliam
ents,

1309

�1318’,
in

Parlia-
m

ent
and

Politics
in

Scotland
1235

�1560
,ed.

by
K

eith
M

.
B

row
n

and
R

oland
J.

T
anner,

T
he

H
istory

of
the

Scottish
Parliam

ent,
1

（E
dinburgh

:E
dinburgh

U
niversity

Press,
2004

）,pp.50

�73,at
p.

52
;C

olm
M

cN
am

ee
R

obert
B

ruce
:

O
ur

M
ost

V
aliant

Prince,
K

ing
and

Lord

（E
dinburgh

:B
ir-

linn,1997
）,p.244.

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）

八
九
（
七
二
三
）



（
４１
）

Penm
an,‘Soules

C
onspiracy’,p.55.

彼
は
ロ
バ
ー
ト
一
世

の
伝
記
を
著
し
「
こ
の
伝
記
の
別
名
は
『
バ
ノ
ッ
ク
バ
ー
ン
以

後
』
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
証
書
史
料
を
駆

使
し
て
主
に
治
世
の
後
半
に
挑
ん
で
い
る
�M

ichaelPenm
an,

R
obert

the
B

ruce
:K

ing
ofthe

Scots

（N
ew

H
aven

:Y
ale

U
ni-

versity
Press,2014

）,p.5.

（
４２
）

D
auvit

B
roun

,
‘R

ereading
the

“D
eposition

C
lause”

in
the

D
eclaration

of
A

rbroath’,
in

T
he

B
reaking

of
B

ritain

〈http://w
w

w
.breakingofbritain.ac.uk

/blogs/feature-of-the-
m

onth/fom
-july-2012/

〉,2012.

（
４３
）

B
rotherstone

and
D

itchburn,‘1320
and

A
’T

hat’,p.25.

（
４４
）

M
ichael

Penm
an

,
‘R

obert
I

（1306

�1329

）’,
in

Scottish
K

ingship,
1306

�1542
:E

ssays
in

H
onour

of
N

orm
an

M
ac-

dougall,ed.by
M

ichael
B

row
n

and
R

oland
T

anner

（E
din-

burgh
:John

D
onald,2008

）,pp.20

�48,at
p.40.

（
４５
）

T
he

R
egister

of
the

G
reat

Seal
of

Scotland,
A

.
D

.
1306

�

1424
,

ed
.

by
John

M
aitland

T
hom

son
,

new
edn

,
R

egis-
trum

M
agni

Sigilli
R

egum
Scottorum

（E
dinburgh

:Scot-
tish

R
ecord

Society,
1984

）;T
he

A
cts

of
R

obert
I

K
ing

of
Scots,

1306

�1329
,

ed
.

by
A

.
A

.
M

.
D

uncan
,

R
egesta

R
egum

Scottorum
,

5

（E
dinburgh

:E
dinburgh

U
niversity

Press,1988

）.

前
者
をR

M
S1

と
し
て
、
後
者
をR

R
S5

と
し
て

参
照
す
る
。
以
降
、
書
名
を
言
及
せ
ず
に
「N

o.

」
で
表
さ
れ
る

番
号
は
、R

R
S5

内
の
文
書
の
番
号
を
意
味
す
る
。
同
様
に

「R
a

」
で
表
さ
れ
る
番
号
は
、R

M
S1

のA
ppendix

1

内
の
文
書

の
番
号
を
意
味
す
る
。

（
４６
）
教
皇
庁
の
文
書
登
録
に
つ
い
て
は
�Jane

E
.Sayers,Papal

G
overnm

ent
and

E
ngland

during
the

Pontificate
of

H
on-

orius
III

（1216

�1227

）（C
am

bridge
:C

am
bridge

U
niver-

sity
Press,

1984

）,pp.
65

�67
;Leonard

E
.

B
oyle,

A
Survey

of
the

V
atican

A
rchives

and
of

its
M

edieval
H

oldings

（T
oronto

:Pontifical
Institute

of
M

edieval
Studies,

1972

）,
pp.103

�113.

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
�V

.H
.G

albraith,
Studies

in
the

Public
R

ecords

（London
:T

hom
as

N
elson

and
Sons

LT
D

,
1948

）,pp.
66

�85
;V

.
H

.
G

albraith
,

A
n

In-
troduction

to
the

U
se

of
the

Public
R

ecords

（O
xford

:O
x-

ford
U

niversity
Press,1934

）,pp.15

�34
;N

icholas
V

incent,
‘W

hy
1199?

B
ureaucracy

and
E

nrolm
ent

under
John

and
his

C
ontem

poraries’,
in

E
nglish

G
overnm

ent
in

the
T

hir-
teenth

C
entury,

ed.
by

A
drian

Jobson

（W
oodbridge

:B
oy-

dellPress,2004

）,pp.
17

�48,
at

pp.
17

�19
;H

.
G

.
R

ichard-
son,

‘Introduction’,
in

T
he

M
em

oranda
R

oll
for

the
M

ich-
aelm

as
T

erm
of

the
F

irst
Y

ear
of

the
R

eign
of

K
ing

John

（1199

�1200

）,T
he

Publications
of

the
Pipe

R
oll

Society,
59,

N
ew

Series,
21

（London
:J.

W
.

R
uddock

&
Sons,

1943

）,pp.
xi-xcviii;R

ichardson
and

Sayles,
G

overnance
of

M
ediaeval

E
ngland

,
p.

170
;D

avid
C

arpenter,
‘“In

T
esti-

m
onium

Factorum
B

revium
”

:T
he

B
eginnings

of
the

E
ng-

lish
C

hancery
R

olls’,
in

R
ecords,

A
dm

inistration,
and

A
ris-

tocratic
Society

in
the

A
nglo-N

orm
an

R
ealm

:Papers
C

om
-

m
em

orating
the

800
th

A
nniversary

of
K

ing
John

’s
Loss

of
N

orm
andy,

ed
.

by
N

icholas
V

incent

（W
oodbridge

:B
oy-

史

学

第
八
五
巻
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四
号

九
〇
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四
）



dell
Press,

2009

）,pp.
1

�28
;C

.
R

.
C

heney,
H

ubert
W

alter

（London
:T

hom
as

N
elson

and
Sons,

1967

）,pp.
108

�109.

フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
�O

livier
G

uyotjeannin
,

‘French
M

anuscript
Sources,

1200

�1330’,
in

Pragm
atic

Literacy,
E

ast
and

W
est,

1200

�1330
,

ed
.

by
R

ichard
B

ritnell

（W
oodbridge

:B
oydellPress,1997

）,pp.
51

�71,
at

pp.
62

�

65
;John

W
.B

aldw
in,

T
he

G
overnm

ent
of

Philip
A

ugustus
:

F
oundations

of
F

rench
R

oyal
Pow

er
in

the
M

iddle
A

ges

（B
erkeley

:U
niversity

of
C

alifornia
Press,

1986

）,pp.
407

�

18
;C

.W
arren

H
ollister

and
John

W
.B

aldw
in

‘T
he

R
ise

of
A

dm
inistrative

K
ingship

:H
enry

I
and

Philip
A

ugustus’,
A

m
erican

H
istorical

R
eview

,83
（1978

）,pp.
867

�905,
at

pp.
895

�96.

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
司
教
の
文
書
登
録
に
つ
い
て
は
�

C
lanchy,F

rom
M

em
ory,pp.

75

�78
;C

.
R

.
C

heney,
E

nglish
B

ishops’
C

hanceries,
1100

�1250

（M
anchester

:M
anches-

ter
U

niversity
Press,

1950

）,pp.
100

�10
;D

avid
M

.
Sm

ith
,

G
uide

to
B

ishops’R
egisters

ofE
ngland

and
W

ales,
a

Survey
from

the
M

iddle
A

ges
to

the
A

bolition
of

E
piscopacy

in
1646

（London
:R

oyalH
istoricalSociety,1981

）,p.vii.

（
４７
）

T
he

A
cts

ofW
illiam

I,ed.by
G

.W
.S.B

arrow
w

ith
the

collaboration
of

W
.

W
.

Scott,
R

egesta
R

egum
Scottorum

,
2

（
以
下R

R
S2

と
し
て
言
及
）（E

dinburgh
:E

dinburgh
U

niver-
sity

Press,
1971

）,pp.
57

�59
;A

thol
L.

M
urray,

‘T
he

Scot-
tish

C
hancery

in
the

Fourteenth
and

Fifteenth
C

entury’,
in

É
crit

et
pouvoir

dans
les

chancelleries
m

édiévales
:espace

français,
espace

anglais,
ed.

by
K

ouky
Fianu

and
D

eLloyd

J.
G

uth

（Louvain-la-N
euve

:F
édération

internationale
des

Instituts
d’études

m
édiévales,

1997

）,pp
.

133

�51,
at

p
.

135
;D

avid
M

.W
alker,

A
Legal

H
istory

of
Scotland

,
7

vols

（E
dinburgh

:W
.

G
reen

&
Son

,
1988

）,i,
pp.

94

�96
;M

.
Livingstone,

A
G

uide
to

the
Public

R
ecords

of
Scotland

D
e-

posited
in

H
.

M
.

G
eneral

R
egister

H
ouse,

E
dinburgh

（E
din-

burgh
:H

.M
.G

eneralR
egister

H
ouse,1905

）,pp.vii

�xvii;
J.

M
aitland

T
hom

son,
‘T

he
A

dventures
of

the
Public

R
e-

cords
of

Scotland’,
in

his
T

he
Public

R
ecords

of
Scotland

（G
lasgow

:M
aclehose,Jackson

and
C

o.,
1922

）,pp.
1

�24
;

B
ruce

W
ebster,

Scotland
from

the
E

leventh
C

entury
to

1603
,

the
Sources

of
H

istory
:Studies

in
the

U
ses

of
H

is-
torical

E
vidence

（London
:Sources

of
H

istory
Ltd,

1975

）,
pp.122

�27
;R

R
S4

�1,pp.37

�39.

（
４８
）
六
〇
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
の
現
存
ロ
ー
ル
は
、
幅
が
二

七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
長
さ
が
ま

ち
ま
ち
の
一
二
の
羊
皮
紙
が
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
九
六
の

登
録
文
書
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
４９
）

R
M

S1

の
序
文
は
わ
ず
か
一
〇
ペ
ー
ジ
で
、
失
わ
れ
た
ロ
ー
ル

の
情
報
源
に
つ
い
て
言
及
す
る
だ
け
で
あ
る
�R

M
S1

,pp.v

�xiv.

（
５０
）
以
下
に
続
く
登
録
簿
に
つ
い
て
の
説
明
はR

R
S5

（pp.213

�

57

）
に
も
と
づ
い
て
い
る
。C

f.M
urray,‘Scottish

C
hancery’,

p.142.
（
５１
）
現
存
ロ
ー
ル
は
地
域
に
応
じ
て
分
類
さ
れ
た
ロ
ー
ル
の
一
つ
で

あ
り
、
一
三
一
八
年
こ
ろ
に
編
纂
さ
れ
た
。

（
５２
）
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
典
型
的
な
文
書
は
以
下
の
様
な
書
式
を
持
っ

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）

九
一
（
七
二
五
）



て
い
る
�
（
発
給
者
名
）Robertus

（
肩
書
）D

eigracia
rex

Scottorum

（
宛
先
）om

nibus
probis

hom
inibus

tocius
terre

sue

（
挨
拶
）salutem

.

（
叙
述
部
）Sciatis

（
措
置
部
）nos

dedisse
concessisse

et
hac

presenti
carta

nostra
confir-

m
asse

A
de

m
arescallo

valleto
nostro

dilecto
et

fideli
pro

hom
agio

et
seruicio

suo
totam

baroniam
de

M
eners

in
valle

de
T

w
ede

cum
pertinenciis.

（
認
証
定
式
）In

cuius
rei

testim
onium

presenticarte
nostre

sigillum
nostrum

prece-
pim

us
apponi.

（
証
人
）Testibus,...

（
発
給
地
）Apud

D
unde

（
日
付
）vicesim

o
prim

o
die

O
ctobris

anno
regninostrioc-

tauo.

「
神
の
恩
寵
に
よ
り
ス
コ
ッ
ト
人
の
王
ロ
バ
ー
ト
が
、
彼
の

す
べ
て
の
土
地
の
す
べ
て
の
良
き
も
の
た
ち
に
挨
拶
す
る
。
以
下

の
こ
と
を
知
れ
。
す
な
わ
ち
、
余
が
こ
の
余
の
こ
こ
に
あ
る
証
書

に
よ
っ
て
親
愛
な
る
忠
実
な
ア
ダ
ム
・
マ
ー
シ
ャ
ル
に
、
彼
の
臣

従
礼
と
奉
仕
と
ひ
き
か
え
に
、
ト
ゥ
ィ
ー
ド
の
谷
に
あ
る
マ
ナ
ー

の
全
バ
ロ
ン
領
と
そ
の
付
随
物
を
、
与
え
、
譲
与
し
、
確
認
し
た

こ
と
を
。
こ
の
こ
と
の
証
拠
と
し
て
、
こ
の
証
書
に
余
の
印
璽
が

取
り
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
余
は
命
じ
た
。
証
人
…
…
。
ダ
ン
デ

ィ
ー
に
お
い
て
、
余
の
治
世
八
年
一
〇
月
二
一
日
」。C

f.R
R

S2
,

pp.
75

�83
;R

R
S

5
,

p
.

4
;M

arie
T

herese
Flanagan

,
‘T

he
Form

and
Function

of
the

Latin
C

harter
in

the
E

uropean
T

radition’,
in

her
Irish

R
oyal

C
harters

:T
exts

and
C

ontexts

（O
xford

:O
xford

U
niversity

Press,
2005

）,pp.
25

�33；

「
中

世
文
献
史
料
用
語
解
説
」
レ
オ
ポ
ー
ル
・
ジ
ェ
ニ
コ
『
歴
史
学
の

伝
統
と
革
新
―
ベ
ル
ギ
ー
中
世
史
学
に
よ
る
寄
与
―
』（
森
本
芳
樹

監
修
、
九
州
大
学
出
版
会
、
新
装
版
、
一
九
九
六
年
）、
付
録
Ⅰ

（
二
〇
一
―
五
頁
）；

『
西
洋
中
世
学
入
門
』（
高
山
、
池
上
編
、
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）、
六
七
―
六
八
頁
。

（
５３
）

R
R

S5
,p.197.

（
５４
）

C
olm

M
cN

am
ee

,
T

he
W

ars
of

the
B

ruces
:

Scotland
,

E
ngland

and
Ireland

1306

�1328

（E
ast

Linton
:T

uckw
ell

Press,1997

）,p.9.

（
５５
）
わ
が
国
に
お
け
る
印
章
・
印
璽
研
究
は
、
前
述
の
岡
崎
氏
に
よ

る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。
岡
崎
敦
「
パ
リ
司
教

の
印
璽
（
一
一
―
一
二
世
紀
）
―
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ン
バ
ー
ル
の
第

二
印
璽
を
巡
っ
て
」『
西
洋
史
研
究
』、
新
輯
二
四
号
（
一
九
九
五

年
）、
四
五
―
八
一
頁
。
古
川
誠
之
「
中
世
ド
イ
ツ
都
市
印
章
研
究

と
「
都
市
の
表
象
」」『
西
洋
中
世
研
究
』、
二
（
二
〇
一
〇
年
）、

一
六
一
―
七
八
頁
。

（
５６
）

B
rigitte

B
edos-R

ezak
,

‘M
edieval

Seals
and

the
Struc-

ture
of

C
hivalric

Society’,
in

T
he

Study
of

C
hivalry

:
R

e-
sources

and
A

pproaches,
ed

.
by

H
ow

ell
C

hickering
and

T
hom

as
H

.
Seiler

（K
alam

azoo
:Published

for
the

C
onsor-

tium
for

the
T

eaching
of

the
M

iddle
A

ges,
1988

）,pp
.

313

�72,at
p.313.

（
５７
）

H
arvey

and
M

cG
uinness,G

uide,p.1.

（
５８
）

T
out,C

hapters,i,pp.122

�23.

（
５９
）

R
eginald

L.Poole,Seals
and

D
ocum

ents,
T

he
Proceed-

ings
of

the
B

ritish
A

cadem
y,

9

（London
:O

xford
U

niver-
sity

Press,1919

）,pp.3

�5.

（
６０
）

M
.

T
.

C
lanchy,

F
rom

M
em

ory
to

W
ritten

R
ecord

,
3rd

edn

（O
xford

:W
iley-B

lackw
ell,

2013

）,p.
311

;H
arvey

and

史

学

第
八
五
巻

第
四
号

九
二
（
七
二
六
）



M
cG

uinness,G
uide,pp.3,27.

（
６１
）

C
lanchy,F

rom
M

em
ory,p.

312
;Frederick

Pollock
and

Frederic
W

illiam
M

aitland,
T

he
H

istory
of

E
nglish

Law
be-

fore
the

T
im

e
of

E
dw

ard
I,

2
vols,

2nd
edn,

reissued
w

ith
a

new
introduction

by
S.F.C

.
M

ilsom

（C
am

bridge
:C

am
-

bridge
U

niversity
Press,1968

）,ii,p.223.

（
６２
）

C
lanchy,F

rom
M

em
ory,pp.313

�16.

（
６３
）

C
lanchy,F

rom
M

em
ory,p.317.

（
６４
）

C
lanchy,

F
rom

M
em

ory,
pp.

300

�305
;Pierre

C
haplais,

E
nglish

R
oyal

D
ocum

ents
:K

ing
John

-H
enry

V
I

1199

�1461

（O
xford

:C
larendon

Press,1971

）,p.14.

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

に
お
い
て
も
一
二
世
紀
末
以
降
に
発
給
日
の
挿
入
が
普
通
と
な
っ

た
�R

R
S2

,
pp.

81

�83
;cf.

D
auvit

B
roun,

‘T
he

A
bsence

of
R

egnal
Y

ears
from

the
D

ating
C

lause
of

C
harters

of
K

ings
of

Scots,
1195

�1222
’,

in
A

nglo-N
orm

an
Studies

X
X

V
:

Proceedings
of

the
B

attle
C

onference
2002

,
ed

.
by

John
G

illingham

（W
oodbridge

:B
oydell

Press,
2003

）,pp.
47

�63.

（
６５
）

Peter
W

orm
,‘From

Subscription
to

Seal:T
he

G
row

ing
Im

portance
of

Seals
as

Signs
of

A
uthenticity

in
E

arly
M

e-
dieval

R
oyal

C
harters’,

in
Strategies

of
W

riting
:Studies

on
T

ext
and

T
rust

in
the

M
iddle

A
ges,

ed
.

by
Peter

Schulte,
M

arco
M

ostert
and

Irene
van

R
ensw

oude,
U

trecht
Stud-

ies
in

M
edieval

Literacy,
13

（T
urnhout

:B
repols,

2008

）,
pp.63

�83.

（
６６
）
「
印
章
の
機
能
は
文
書
を
認
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
証
人
の
役

割
は
そ
の
定
め
に
対
し
て
生
き
た
証
言
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
」�

F.M
.Stenton,‘Introduction’,in

T
ranscripts

of
C

harters
R

e-
lating

to
the

G
ilbertine

H
ouses

of
Sixle,

O
rm

sby,
B

ullington,
and

A
lvingham

,
ed

.
by

F
.

M
.

Stenton

（H
orncastle

:Lin-
coln

R
ecord

Society,1922

）,pp.ix

�xxxvi,at
p.xxxi.

（
６７
）

Inger
Larsson

,
Pragm

atic
Literacy

and
the

M
edieval

U
se

ofthe
V

ernacular
:the

Sw
edish

E
xam

ple,
U

trecht
Stud-

ies
in

M
edieval

Literacy,
16

（T
urnhout

:B
repols,

2009

）,
pp.89

�102.

（
６８
）

T
out,C

hapters,i,p.124.C
f.Pollock

and
M

aitland,H
is-

tory
ofE

nglish
Law

,ii,p.91.

（
６９
）

R
eginald

L.
Poole,

Lectures
on

the
H

istory
of

the
Papal

C
hancery

dow
n

to
the

T
im

e
of

Innocent
III

（C
am

bridge
:

C
am

bridge
U

niversity
Press,1915

）,p.119.

（
７０
）

C
lanchy,F

rom
M

em
ory,p.316.

（
７１
）

N
.

D
enholm

-Y
oung,

Seignorial
A

dm
inistration

in
E

ng-
land

（London
:O

xford
U

niversity
Press,1937

）,p.18.

（
７２
）

D
avid

C
rouch

,
T

he
Im

age
of

A
ristocracy

in
B

ritain
,

1000

�1300

（London
:R

outledge,
1992

）,p
.

242

�46.
C

f.
B

edos-R
ezak

,
‘M

edieval
Seals

and
Structure

of
C

hivalric
Society’.

（
７３
）

B
rigitte

M
iriam

B
edos-R

ezak
,

W
hen

E
go

W
as

Im
ago

:
Signs

ofIdentity
in

the
M

iddle
A

ges,V
isualising

the
M

iddle
A

ges
（Leiden

:B
rill,

2011

）;B
rigitte

M
iriam

B
edos-R

ezak,
‘R

eplica
:Im

age
of

Identity
and

the
Identity

of
Im

age
in

Prescholastic
France’,

in
T

he
M

ind
’s

E
ye

:A
rt

and
T

heo-

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）

九
三
（
七
二
七
）



logical
A

rgum
ent

in
the

M
iddle

A
ges,

ed
.

by
Jeffrey

F
.

H
am

burger
and

A
nne-M

arie
B

ouch
?

（Princeton
:D

epart-
m

ent
of

A
rt

and
A

rchaeology,Princeton
U

niversity,2006

）,
pp.

46

�64
;E

lizabeth
A

.
N

ew
,

‘Lleision
ap

M
organ

M
akes

A
n

Im
pression

:Seals
and

the
Study

of
M

edieval
W

ales’,
W

elsh
H

istory
R

eview
,26

（2013

）,pp.327

�50.

（
７４
）

A
lfred

H
iatt,

T
he

M
aking

of
M

edieval
F

orgeries
:F

alse
D

ocum
ents

in
F

ifteenth-C
entury

E
ngland

（London
:B

ritish
Library,

T
oronto

:U
niversity

of
T

oronto
Press,

2004

）,pp.
25

�26
;C

hristopher
N

.
L.

B
rooke,

‘A
pproaches

to
M

edie-
val

Forgery’,
Journal

of
the

Society
of

A
rchivists,

3

（1968

）,
pp.377

�86,at
pp.380

�81
;Poole,Lectures

on
the

H
istory

of
the

Papal
C

hancery,p.152.

（
７５
）

T
.

F
.

T
out,

‘M
edieval

Forgers
and

Forgeries’,
in

T
he

C
ollected

Papers
of

T
hom

as
F

rederick
T

out,
V

olum
e

III

（M
anchester

:M
anchester

U
niversity

Press,
1934

）,pp
.

117

�43,at
p.118

;Pollock
and

M
aitland,

H
istory

of
E

nglish
Law

,ii,pp.504

�505,540.

（
７６
）

H
iatt,M

aking
ofM

edieval
F

orgery,p.29.

（
７７
）

T
out,C

hapters,i,p.123.

（
７８
）

C
lanchy,F

rom
M

em
ory,p.299.

（
７９
）
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
マ
イ
ヤ
ー
「
西
洋
中
世
の
公
証
人
制
度
」

（
中
谷
惣
訳
）『
契
約
と
紛
争
の
比
較
史
科
学
―
中
近
世
に
お
け
る

社
会
秩
序
と
文
書
―
』（
臼
井
、
Ｈ
・
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ル
キ
ン
、
岡

崎
、
金
、
渡
辺
編
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
）、
三
四
三
―
六

〇
頁
。

（
８０
）

C
.

R
.

C
heney,

N
otaries

Public
in

E
ngland

in
the

T
hir-

teenth
and

F
ourteenth

C
enturies

（O
xford

:
C

larendon
Press,

1972

）.C
.

R
.

C
heney,

‘N
otaries

Public
in

Italy
and

E
ngland

in
the

Late
M

iddle
A

ges’,
in

T
he

E
nglish

C
hurch

and
its

Law
s

12th

�14th
C

enturies

（London
:V

ariorum
R

e-
prints,1982

）,C
hapter

X
V

,p.182.

（
８１
）

G
uide

to
Seals

in
the

Public
R

ecord
O

ffice,ed.by
H

ilary
Jenkinson

and
the

Public
R

ecord
O

ffice,
2nd

edn

（Lon-
don

:
H

er
M

ajesty’s
Stationary

O
ffice

,
1968

）;
H

ilary
Jenkinson

,
‘T

he
G

reat
Seal

of
E

ngland
:D

eputed
or

D
e-

partm
ental

Seals’,
A

rchaeologia
,

or,
M

iscellaneous
T

racts
R

elating
to

A
ntiquity,85

（1935

）,pp.293

�340
;Pollock

and
M

aitland,H
istory

ofE
nglish

Law
,i,p.190.

（
８２
）

C
lanchy,F

rom
M

em
ory,p.318.

（
８３
）
例
え
ば
リ
チ
ャ
ー
ド
一
世
は
、
資
金
が
不
足
し
た
時
に
臣
民
た

ち
の
文
書
が
彼
の
新
た
な
印
璽
で
押
印
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し

た
�H

.
G

.
R

ichardson
and

G
.

O
.

Sayles,
T

he
G

overnance
of

M
ediaeval

E
ngland

from
the

C
onquest

to
M

agna
C

arta

（E
dinburgh

:E
dinburgh

U
niversity

Press,
1963

）,p.
328

;
Stubbs,C

onstitutional
H

istory
i,p.545.

（
８４
）

Jenkinson,‘G
reat

Sealof
E

ngland
:D

eputed
or

D
epart-

m
entalSeals’,p.300

and
n.2.

（
８５
）

T
.

F
.

T
.

Plucknett,
‘D

eeds
and

Seals’,
T

ransactions
of

the
R

oyal
H

istorical
Society,

4th
Series,

32

（1950

）,pp
.

141
�51,at

p.150
;Pollock

and
M

aitland,
H

istory
of

E
nglish

Law
,ii,p.224.

史

学

第
八
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（
８６
）
た
だ
し
「
口
頭
で
表
さ
れ
る
王
の
意
思
は
い
か
な
る
文
書
に
よ

る
も
の
よ
り
も
重
要
で
あ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
も
念
頭
に
置
い
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�Pollock

and
M

aitland,H
istory

of
E

nglish
Law

,i,p.515.

（
８７
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
比
較
し
た
主
に
一
三
世
紀
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
の
行
政
に
つ
い
て
は
以
下
の
章
が
有
用
で
あ
る
。D

avid
C

ar-
penter,‘Scottish

R
oyalG

overnm
ent

in
the

T
hirteenth

C
en-

tury
from

an
E

nglish
Perspective’,

in
N

ew
Perspectives

on
M

edieval
Scotland

1093

�1286
,ed.

by
M

atthew
H

am
m

ond

（W
oodbridge

:B
oydellPress,2013

）,pp.117

�59.

（
８８
）

H
arvey

and
M

cG
uinness,G

uide,pp.3

�5,27.

（
８９
）

G
albraith,Studies,p.57

;C
haplais,E

nglish
R

oyal
D

ocu-
m

ents,p.2.

（
９０
）

C
haplais,E

nglish
R

oyal
D

ocum
ents,p.2.

（
９１
）

H
.

C
.

M
axw

ell-Lyte,
H

istorical
N

otes
of

the
U

se
of

the
G

reat
Seal

of
E

ngland

（London
:H

.
M

.
Stationary

O
ffice,

1926

）,p.1.

（
９２
）

T
out,

C
hapters,

i,
pp.

127

�28
;C

haplais,
E

nglish
R

oyal
D

ocum
ents,p.3.

（
９３
）

T
out,C

hapters,i,pp.131

�33.

（
９４
）

Pollock
and

M
aitland

,
H

istory
of

E
nglish

Law
,

i,
pp

.
194

�95
;T

out,C
hapters,i,p.131.

（
９５
）

T
out,C

hapters,i,p.140.

（
９６
）

C
haplais,E

nglish
R

oyal
D

ocum
ents,p.2.

（
９７
）

T
out,

C
hapters,

i,
p

.
151

;
M

axw
ell-Lyte

,
H

istorical
N

otes
of

the
U

se
of

the
G

reat
Seal

of
E

ngland
,

pp
.

20
;

C
haplais,

E
nglish

R
oyal

D
ocum

ents,
p.

24
;A

.
L

.
B

row
n

,
T

he
G

overnance
of

Late
M

edieval
E

ngland
1272

�1461

（London
:E

dw
ard

A
rnold,1989

）,p.46.

（
９８
）

T
out,C

hapters,i,p.152.

（
９９
）

T
out,C

hapters,i,pp.155

�56.

（
１００
）

T
out,C

hapters,i,p.206.

（
１０１
）
上
記
序
節
を
参
照
。H

.W
.R

idgew
ay,‘Foreign

Favourites
and

H
enry

III’
s

Problem
s

of
Patronage’,

E
nglish

H
istori-

cal
R

eview
,104

（1989

）,pp.590

�610,at
p.609.

（
１０２
）

B
row

n,G
overnance,p.46.

（
１０３
）

T
out,C

hapters,ii,pp.60

�61.

（
１０４
）

T
out,

C
hapters,

ii,
pp.

73

�74
;B

row
n,

G
overnance,

pp.
48

�49.

（
１０５
）

Prestw
ich,E

dw
ard

I,pp.401

�35.

（
１０６
）
こ
の
不
満
は
、
例
え
ば
一
三
〇
〇
年
の
「
二
憲
章
に
つ
い
て
の

条
項A

rticuli
super

C
artas

」に
表
明
さ
れ
て
い
る
。C

f.Pollock
and

M
aitland,

H
istory

of
E

nglish
Law

,
i,

p.
194

;C
hrim

es,
Introduction

,p.152.

（
１０７
）

B
row

n,G
overnance,p.24.

（
１０８
）

T
out,C

hapters,ii,p.82.

（
１０９
）

B
row

n,G
overnance,p.47.

（
１１０
）

T
out,

C
hapters,

ii,
pp.

72,
78

;B
row

n,
G

overnance,
p.

49.
（
１１１
）

T
out,C

hapters,i,p.156.

（
１１２
）

B
row

n,G
overnance,p.47.

（
１１３
）

W
ilkinson,C

hancery
under

E
dw

ard
III,p.9.

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）

九
五
（
七
二
九
）



（
１１４
）

B
row

n,G
overnance,p.50.

（
１１５
）

Jam
es

C
onw

ay
D

avies,
T

he
B

aronial
O

pposition
to

E
d-

w
ard

II
:Its

C
haracter

and
Policy

（C
am

bridge
:C

am
bridge

U
niversity

Press,1918

）,p.133.

（
１１６
）

D
avies,B

aronial
O

pposition
,p.151.

（
１１７
）

B
row

n,G
overnance,p.50.

（
１１８
）

T
out,C

hapters,ii,p.81.

（
１１９
）

T
out,C

hapters,ii,pp.143

�44.

（
１２０
）

B
row

n,
G

overnance,
p.

47.
C

f.
Pierre

C
haplais,

‘Privy
Seal

D
rafts,

R
olls

and
R

egisters

（E
dw

ard
I

�E
dw

ard
II

）,
in

his
E

ssays
in

M
edieval

D
iplom

acy
and

A
dm

inistration

（London
:H

am
bledon

Press,1981

）,C
hapter

X
X

.

（
１２１
）

B
row

n,G
overnance,p.49.

（
１２２
）

C
haplais,E

nglish
R

oyal
D

ocum
ents,pp.25

�26.

（
１２３
）

C
haplais,E

nglish
R

oyal
D

ocum
ents,p.27.

（
１２４
）

T
out,

C
hapters,

v,
p

.
116

;
C

haplais,
E

nglish
R

oyal
D

ocum
ents,p.27.

（
１２５
）

C
hrim

es,Introduction
,p.165

�67.

（
１２６
）

Pierre
C

haplais,
Piers

G
aveston

:E
dw

ard
II’s

A
doptive

B
rother

（O
xford,C

larendon
Press,1994

）,p.3.

（
１２７
）

T
out,C

hapters,ii,p.285.

（
１２８
）

T
out,C

hapters,v,p.2.

（
１２９
）

T
out,C

hapters,ii,pp.288

�313
;B

row
n,

G
overnance,

p.
46.

（
１３０
）

T
out,

C
hapters,

ii,
pp.

312

�13.
C

f.
T

.
F

.
T

out,
F

rance
and

E
ngland

:T
heir

R
elations

in
the

M
iddle

A
ges

and
N

ow

（M
anchester

:
M

anchester
U

niversity
Press,

1922

）,p
.

103
;B

.
W

ilkinson,
‘T

he
A

uthorisation
of

C
hancery

W
rits

under
E

dw
ard

III’,
B

ulletin
of

the
John

R
ylands

Library,
8

（1924

）,pp.107

�39,at
pp.108

�109.

（
１３１
）

G
albraith,

Introduction
,

pp.
26

�27.
C

f.
W

ilkinson,
‘A

u-
thorisation

of
C

hancery
W

rits’,p.138.

一
五
世
紀
の
事
例
に

つ
い
て
は
次
の
文
献
が
参
考
に
な
る
。A

.L.B
row

n,‘T
he

A
uthorization

of
Letters

under
the

G
reat

Seal’,
B

ulletin
of

the
Institute

of
H

istorical
R

esearch
,

37

（1964

）,pp.
125

�56,
esp.p.154.

（
１３２
）

T
out,

C
hapters,

v,
pp.

1

�2
;C

hrim
es,

Introduction
,

pp.
187

�88
;B

row
n,G

overnance,p.51.

（
１３３
）

R
PS

,1401/2/4.

（
１３４
）

A
.

A
.

M
.

D
uncan

,
‘T

he
E

arliest
Scottish

C
harters’,

SH
R

,37

（1958

）,pp.103

�35
;A

.
A

.
M

.
D

uncan,
‘Y

es,
T

he
E

arliest
Scottish

C
harters’,

SH
R

,
78

（1999

）,pp.
1

�38.

こ

れ
ら
の
印
璽
は
片
面
で
あ
り
、
そ
の
図
柄
は
同
時
代
の
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
王
の
も
の
と
よ
く
似
て
い
た
。
両
面
の
印
璽
の
最
古
の
例
は

一
二
世
紀
初
頭
の
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
一
世
（
一
一
〇
七
年
―
二
四

年
）
の
も
の
で
あ
る
�H

arvey
and

M
cG

uinness,G
uide,pp.

3,5

�6,27.

（
１３５
）

D
auvit

B
roun

,
‘T

he
W

riting
of

C
harters

in
Scotland

and
Ireland

in
the

T
w

elfth
C

entury’,
in

C
harters

and
the

U
se

of
the

W
ritten

W
ord

in
M

edieval
Society,

ed
.

by
K

arl
H

eidecker,U
trecht

Studies
in

M
edievalLiteracy,

5

（T
urn-

hout:B
repols,2000

）,pp.113

�31.
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（
１３６
）

B
roun,‘A

bsence
of

R
egnalY

ears’,pp.47

�63.
（
１３７
）

D
auvit

B
roun,

‘T
he

A
doption

of
B

rieves
in

Scotland’,
in

C
harters

and
C

harter
Scholarship

in
B

ritain
and

Ireland,
ed

.
by

M
arie

T
herese

Flanagan
and

Judith
A

.
G

reen
（B

asingstoke
:Palgrave

M
acm

illan,2005

）,pp.164

�83.

（
１３８
）

H
arvey

and
M

cG
uinness,G

uide,p.6.

（
１３９
）

D
auvit

B
roun,

‘G
aelic

Literacy
in

E
astern

Scotland
be-

tw
een

1124
and

1249’,
in

Literacy
in

M
edieval

C
eltic

Socie-
ties,

ed.
by

H
uw

Pryce

（C
am

bridge
:C

am
bridge

U
niver-

sity
Press,

1998

）,pp.
183

�201
;C

ynthia
J.

N
eville,

Land,
Law

and
People

in
M

edieval
Scotland

（E
dinburgh

:E
din-

burgh
U

niversity
Press,2010

）,pp.72

�99.

（
１４０
）

R
R

S2
,no.94.

（
１４１
）

John
R

euben
D

avies,
‘T

he
D

onor
and

the
D

uty
of

W
arrandice

:G
iving

and
G

ranting
in

Scottish
charters’,

in
T

he
R

eality
behind

C
harter

D
iplom

atic
in

A
nglo-N

orm
an

B
ritain

,
ed

.
by

D
auvit

B
roun

（G
lasgow

:
U

niversity
of

G
lasgow

,2010

）,pp.120

�65,at
p.129.

（
１４２
）

M
atthew

H
.

H
am

m
ond

,
‘A

ssem
blies

and
the

W
riting

of
A

dm
inistrative

D
ocum

ents
in

the
C

entral
M

edieval
K

ingdom
of

the
Scots’,

in
M

edieval
Legal

Process
:Physical,

Spoken
and

W
ritten

Perform
ance

in
the

M
iddle

A
ges,

ed
.

by
M

arco
M

ostert
and

P
.

S.
B

arnw
ell,

U
trecht

Studies
in

M
edieval

Literacy
,

22

（T
urnhout

:B
repols,

2011

）,pp
.

123

�46.

（
１４３
）

N
eville,Land,

Law
and

People,p.94.

（
１４４
）

N
eville,

Land,
Law

and
People,

p
.

94.
C

f.
B

ruce
A

.
M

cA
ndrew

,
‘T

he
Sigillography

of
the

R
agm

an
R

oll’,
Pro-

ceedings
of

the
Society

of
A

ntiquaries
of

Scotland
,

129

（1999

）,pp.
663

�752
;John

R
euben

D
avies,

‘T
he

M
aking

of
the

R
agm

an
R

oll
:

the
w

ork
of

the
N

otary’,
in

T
he

B
reaking

of
B

ritain

〈http://w
w

w
.breakingofbritain.ac.uk/

blogs/feature-of-the-m
onth/novem

ber

�2011

�the-m
aking-of

-the-ragm
an-roll/

〉,2011.

（
１４５
）

A
.A

.M
.D

uncan,‘R
egiam

M
ajestatem

:A
R

econsidera-
tion’,Juridical

R
eview

,6

（1961

）,pp.199

�217.

（
１４６
）

R
egiam

M
ajestatem

and
Q

uoniam
A

ttachiam
enta

based
on

the
T

ext
of

Sir
John

Skene,
ed.

and
tr.

by
Lord

C
ooper

（E
dinburgh

:Stair
Society,1947

）,p.200.C
f.N

eville,Land,
Law

and
People,p.84.

（
１４７
）
「
レ
ギ
ア
ム
・
マ
エ
ス
タ
ー
テ
ム
」
は
一
二
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
法
論
考
で
あ
る
「
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
」
を
模
倣
し
た
だ
け
で
あ

り
、
一
三
世
紀
末
や
一
四
世
紀
初
め
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
法
の

実
態
を
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
し

か
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
の
宮
廷
に
密
接
に
関
係
し
た
「
公
式

な
」
も
の
の
手
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
今
は
一

般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
�D

uncan,‘R
egiam

M
ajestatem

’;
H

ector
L

.
M

acQ
ueen

,
‘R

egiam
M

ajestatem
,

Scots
Law

,
and

N
ationalIdentity’,SH

R
,

74

（1995

）,pp.
1

�25,
at

p.
3

;
W

alker,Legal
H

istory,i,pp.108

�21

。『
西
洋
中
世
学
入
門
』、

二
四
五
頁
。

（
１４８
）

D
uncan,‘M

aking
of

D
eclaration’.

こ
の
宣
言
に
つ
い
て
は

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）

九
七
（
七
三
一
）



第
一
節
を
見
よ
。

（
１４９
）

T
anner,

‘C
ow

ing
the

C
om

m
unity’;K

eith
M

.
B

row
n

and
R

oland
J.

T
anner,

‘Introduction
:Parliam

ent
and

Poli-
tics

in
Scotland,

1235

�1560’,
in

Parliam
ent

and
Politics

in
Scotland

1235

�1560
,

ed.
by

K
eith

M
.

B
row

n
and

R
oland

J.
T

anner,
T

he
H

istory
of

the
Scottish

Parliam
ent,

1

（E
d-

inburgh
:E

dinburgh
U

niversity
Press,

2004

）,pp.
1

�28,
at

p.14.

（
１５０
）

R
R

S5
,no.242.

（
１５１
）
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
の
文
書
作
成
部
門
は
一
六
世
紀
の
終
わ
り

ま
で
「
チ
ャ
ペ
ルcapella
」
と
呼
ば
れ
た
�M
urray,‘Scottish

C
hancery’,p.135.

（
１５２
）

R
R

S5
,no.326.

（
１５３
）

‘C
es

sont
les

poincz
qe

le
dit

sire
R

obert
dem

ande
ouoir

enseales
du

grand
sealle

roy
D

angletere’

�R
R

S5
,

p.
576.

（
１５４
）

R
R

S5
,p.89.

（
１５５
）

R
R

S5
,p.87.

（
１５６
）

C
haplais,E

nglish
R

oyal
D

ocum
ents,pp.15

�16.

（
１５７
）
シ
ャ
プ
レ
が
言
う
よ
う
に
（C

haplais,E
nglish

R
oyal

D
ocu-

m
ents,pp.16

�18

）「
王
自
身
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
るT

este
m

e
ipso

」
と
い
う
文
言
は
必
ず
し
も
王
が
発
給
日
に
発
給
地
に
い
た

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
し
か
し
、
証
人
が
発
給
地
に
居
合

わ
せ
た
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
王
以
外
の
す
べ
て
の
証
人
に
も
あ

て
は
ま
る
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
あ
る
人
物
が
あ

る
処
置
を
認
証
し
、
そ
の
人
物
が
証
人
と
し
て
文
書
に
記
載
さ
れ

る
価
値
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

（
１５８
）

R
R

S5
,p.266.

（
１５９
）

A
.

A
.

M
.

D
uncan

,
‘T

he
A

cta
of

R
obert

I’,
SH

R
,

32

（1953

）,pp.1

�39,at
p.1.

（
１６０
）

R
R

S4

�1,nos.86,116
;H

andlist
ofthe

A
cts

of
A

lexander
III,

the
G

uardians,
John

,
1249

�1296
,

ed
.

by
G

rant
G

.
Sim

pson
,

R
egesta

R
egum

Scottorum

（E
dinburgh

:U
niver-

sity
of

E
dinburgh,1960

）,no.
375

（A
m

anda
G

.
B

eam
,

T
he

B
alliol

D
ynasty

1210

�1364

（E
dinburgh

:
John

D
onald

,
2008

）,A
ppendix

C
,no.29

）.

（
１６１
）
し
か
し
、
王
璽
を
責
任
下
に
お
く
正
式
な
組
織
の
存
在
は
、
ロ

バ
ー
ト
の
次
の
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
二
世
の
時
に
初
め
て
確
認
で
き

る
�M

urray,‘Scottish
C

hancery’,p.147.

専
門
の
役
人
の
存

在
が
言
及
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
必
ず
し
も
王
璽
が
重
要
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
�T

out,C
hapters,ii,p.37.

（
１６２
）

R
R

S5
,pp.119

�20.

（
１６３
）

R
R

S5
,pp.119

�26.

（
１６４
）

R
R

S5
,pp.125

�26.

（
１６５
）

R
R

S5
,p.186

;D
uncan,‘A

cta
of

R
obert

I’,
pp.

17

�18,
at

p.18.

（
１６６
）

A
lexander

G
rant,

Independence
and

N
ationhood

:Scot-
land

1306

�1469
,

N
ew

H
istory

of
Scotland

,
3

（London
:

E
dw

ard
A

rnold,1984

）,p.149.
（
１６７
）
ア
ー
ブ
ロ
ウ
ス
が
発
給
地
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
ほ
と
ん
ど
の
文

書
に
関
し
て
、
王
で
は
な
く
国
璽
が
そ
の
地
に
存
在
し
た
と
主
張

す
る
ダ
ン
カ
ン
に
対
し
て
、
ペ
ン
マ
ン
は
王
が
ア
ー
ブ
ロ
ウ
ス
大

史

学

第
八
五
巻

第
四
号

九
八
（
七
三
二
）



修
道
院
に
よ
り
頻
繁
に
訪
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
王
ロ
バ
ー

ト
の
敬
虔
さ
を
考
慮
し
、
王
は
諸
聖
人
を
祝
う
た
め
に
時
々
こ
の

大
修
道
院
を
訪
れ
て
い
た
と
信
じ
て
い
る
�M

ichaelPenm
an,

‘R
obert

I

（1306

�1329

）’,in
Scottish

K
ingship,

1306

�1542
:

E
ssays

in
H

onour
of

N
orm

an
M

acdougall,
ed.

by
M

ichael
B

row
n

and
R

oland
T

anner

（E
dinburgh

:
John

D
onald

,
2008

）,pp.
20

�48,
at

pp.
35

�36.
C

f.
K

eith
Stringer,

‘A
r-

broath
A

bbey
in

C
ontext,

1178

�1320’,
in

T
he

D
eclaration

of
A

rbroath
:H

istory,
Significance,

Setting,
ed.

by
G

eoffrey
B

arrow

（E
dinburgh

:Society
of

A
ntiquaries

of
Scotland

,
2003

）,pp.116

�41,at
p.122.

（
１６８
）

T
he

Scottish
K

ing’s
H

ousehold’,
ed

.
and

tr.
by

M
ary

B
ateson,in

M
iscellany

ofthe
Scottish

H
isotry

Society,
vol.

II

（E
dinburgh

:Scottish
H

istory
Society,

1904

）,pp.
2

�43,
at

pp.31

�43.

（
１６９
）
こ
の
書
物
はC

am
bridge

のC
orpus

C
hristiC

ollege

に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。Parker
Library,M

S.37.

（
１７０
）

B
ateson,‘T

he
Scottish

K
ing’s

H
ousehold’,pp.4

�6.

（
１７１
）

G
.

W
.

S.
B

arrow
,

T
he

K
ingdom

of
the

Scots,
2nd

edn

（E
dinburgh

:E
dinburgh

U
niversity

Press,2003

）,p.75
;G

.
W

.
S

.
B

arrow
,

‘T
he

Pattern
of

N
on-Literary

M
anuscript

Production
and

Survival
in

Scotland,
1200

�1330’,
in

Prag-
m

atic
Literacy,

E
ast

and
W

est,
1200

�1330
,

ed.
by

R
ichard

B
ritnell

（W
oodbridge

:B
oydell

Press,
1997

）,pp.
131

�45,
at

p.134.

（
１７２
）

A
.

A
.

M
.

D
uncan

,
Scotland

:T
he

M
aking

of
the

K
ing-

dom
,

T
he

E
dinburgh

H
istory

of
Scotland,

1

（E
dinburgh

:
O

liver
&

B
oyd,1975

）,pp.595,595

�615.

ダ
ン
カ
ン
は
別
の

研
究
で
は
、
一
二
九
〇
年
か
ら
一
三
二
七
年
ま
で
に
作
成
さ
れ
た

と
述
べ
て
い
る
�A

.A
.M

.D
uncan,‘T

he
“Law

s
of

M
alcolm

M
acK

enneth”’,in
M

edieval
Scotland

:C
row

n,
Lordship

and
C

om
m

unity
:E

ssays
Presented

to
G

.
W

.
S

.
B

arrow
,

ed.
by

A
lexander

G
rant

and
K

eith
J.

Stringer

（E
dinburgh

:E
din-

burgh
U

niversity
Press,1993

）,pp.239

�73,at
p.246.

（
１７３
）

D
avid

C
arpenter,‘“T

he
Scottish

K
ing’s

H
ousehold”

and
E

nglish
Ideas

of
C

onstitutional
R

eform
’,

in
T

he
B

reaking
ofB

ritain

〈http://w
w

w
.breakingofbritain.ac.uk/blogs/feature

-of-the-m
onth

/october-2011-the-scottish-kings-household
/

〉,
2011.

C
arpenter,

‘Scottish
R

oyal
G

overnm
ent’,

p.
145,

n
.

145.

（
１７４
）
前
述
し
た
歴
史
家
に
加
え
、
ラ
ナ
ル
ド
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
、
ノ
ー

マ
ン
・
リ
ー
ド
や
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
こ
の
論
考
を

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
行
政
の
描
写
の
た
め
に
使
っ
て
い
る
�R

anald
N

icholson
,

Scotland
:

T
he

Later
M

iddle
A

ges,
T

he
E

din-
burgh

H
istory

of
Scotland,

2

（E
dinburgh,

O
liver

&
B

oyd,
1974

）,pp.20

�23
;N

orm
an

R
eid,

‘T
he

Political
R

ole
of

the
M

onarchy
in

Scotland,1249

�1329’

（unpublished
PhD

the-
sis,

U
niversity

of
E

dinburgh
,

1984

）,pp.
29

�32
;W

alker,
Legal

H
istory,i,pp.141

�52.
（
１７５
）

B
ateson,‘T

he
Scottish

K
ing’s

H
ousehold’,p.38.

（
１７６
）
こ
の
論
考
は
、
国
璽
が
尚
書
部
長
官
の
管
理
下
に
あ
っ
た
と
は

述
べ
て
い
な
い
が
、
印
璽
か
ら
の
報
酬
を
得
る
と
述
べ
て
い
る
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
ロ
バ
ー
ト
一
世
の
王
権
と
印
璽
（
上
）

九
九
（
七
三
三
）



（
１７７
）

D
uncan,‘A

cta
of

R
obert

I’,p.16.

こ
の
論
考
の
他
に
も
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
印
璽
の
実
践
の
影
響
を
示
す
出
来
事
が
あ

る
。
一
三
一
四
年
の
バ
ノ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
戦
い
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
王
の
王
璽
と
そ
れ
に
関
す
る
三
人
の
役
人
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

側
に
捉
え
ら
れ
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
の

王
璽
の
実
践
を
知
る
こ
と
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
�

T
out,

C
hapters,

ii,
pp

.
294

�95
;M

axw
ell-Lyte,

H
istorical

N
otes

ofthe
U

se
ofthe

G
reat

Seal
ofE

ngland
,pp.60

�62.

（
以
下
（
下
）
に
続
く
）

﹇
付
記
﹈本

稿
は
、
平
成
二
七
年
度
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
博
士
課
程
学
生

研
究
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

史

学

第
八
五
巻

第
四
号
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